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議 事 日 程 表 

 

▽平成31年３月８日 

  日程第１ 一般質問 

 

一 般 質 問  （平成31年３月定例議会） 

氏   名 件   名 （要  旨） 

金 丸 祐 樹 
１．これからの介護予防事業について 

２．再度問う、生徒の不登校問題といじめ 

渕 上 正 昭 
１．東古川及び支線水路に係る諸案件の対策 

２．タイムライン（事前行動計画）の策定 

田 中 宏 之 

１．鳥獣被害とその対応について 

２．途切れた歩道 

３．ふるさと納税の今後について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後１時30分 開議 

○西原好文議長 

 ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成31年第１回江北町議会定例会会期２

日目は成立いたしましたので、直ちに本日の会議を開きます。 

 会期日程により、本日は一般質問となっております。 

      日程第１ 一般質問 

○西原好文議長 

 日程第１．一般質問となっておりますので、配付しております質問表の順序に従い、発言

を許可いたします。 

 １番金丸祐樹君の発言を許可いたします。御登壇願います。 

○金丸祐樹議員 

 こんにちは。１番金丸でございます。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 大きな問題が２問ありまして、これからの介護予防事業についてが１問目で、２問目が再
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度問う、生徒の不登校問題といじめでございます。 

 まず、最初の質問ですけれども、高齢化社会が進む日本で、我が町もなるべく介護を必要

とせず、自立した生活を送れるよう早期の予防対策事業を行っております。 

 ただ、介護予防に関する町民の意識はまだ低く、御家族が突然介護状態になり、困惑する

家庭も少なくはないと思います。 

 これからの江北町の介護予防の将来像について質問をしたいと思います。 

 まず１問目です。現在の介護予防事業についてどのようなことをされているのかをお聞か

せください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 それでは、金丸議員の質問にお答えします。 

 １点目の現在の介護予防についてということであります。 

 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは

悪化の防止を目的として行うものです。また、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心

身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促

し、それによって一人一人の生きがいや自己実現のための取り組みを支援することで生活の

質の向上を目指しているものです。 

 このことを実現していくために、本町では介護予防普及啓発事業として元気アップ教室な

ど４教室、それから地域介護予防活動支援事業として、いきいき百歳体操教室など２教室、

それと３つのサロンを行っています。それから、認知症施策推進事業として脳若教室を実施

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 介護予防事業、たくさん事業をされていると思います。 

 その中で、２番ですけれども、介護予防事業の課題ということで小さな質問を出しており

ますが、たくさん教室をされておって、私も介護予防事業というわけではないですが、地域
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の老人ホームだったりとか老人会等を回って介護予防につながるような活動をしているんで

すが、その中で目にするのは女性の参加者が圧倒的に多いということなんですね。男性はお

よそ２割、１割ぐらいと思います。今後、男性の参加を促すにはどういった方法があるのか

というのをお聞かせ願いたいと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 金丸議員の２点目の質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど金丸議員が言われたように、男性の参加者が少ないということで各教室、少ないの

が現状であります。男性や就労や地域活動、趣味活動など社会参加の機会が女性に比べて多

いことや、行政主体の介護予防教室は男性にとって魅力的ではないのかなとも私たちも考え

ました。 

 これからは、住民主体の通いの場ですね、それを推進し、地域活動の情報提供を行うとと

もに、地域における積極的な男性の参加者も見込めるように、こちらのほうとしても充実を

図っていきたいと考えております。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 男性の積極的な参加への促しを図っていくということなんですが、なかなか男性をそうい

うサロンだったりとかに足を運ばせるのは、なかなか難しいと思うんですが、例えば、こう

いった介護予防事業を考案する際に、高齢者の男性を中に入れて企画を立てるというふうな

考え、それもあるんじゃないかなと思ったりします。 

 それで、大体、介護予防事業を見てみますと、なかなか男性が行きにくい状態にあるんで

すが、例えば物づくり、子供のおもちゃづくりをするとか、例えば将棋、囲碁クラブですね、

今あったりはするんですが、あと、あるいはそういう飲み会の席なんかがあったら、高齢者

の男性の方にこういった事業があるよというふうな促しもやったほうがいいんじゃないかな

と思います。 

 もともと地域レベルで健康レベルを上げるのは、今、女性が物すごく参加されていますの

で、それ自体が少し公平性に欠けるような気がするんですよ。今後、今さっき、課長の答弁
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ありましたように、男性の参加者の促しをぜひやってほしいと思います。 

 そのまま３点目、いいですか。 

○西原好文議長 

 どうぞ。金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 先ほどのようなことを踏まえた上で、これからの介護予防事業の江北町の将来像をお聞か

せください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 金丸議員の質問にお答えします。 

 介護予防事業の将来像についてということであります。 

 これからの介護予防では、高齢者本人へのアプローチではなく、生活環境の調整や地域の

中に生きがいや役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り

巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチが重要になってくると思いま

す。高齢者一人一人が地域でつながることは介護予防の推進に不可欠であり、住みなれた地

域で和みの人間関係の中で、それぞれの年齢や健康状態に応じて参加ができる体制づくりが

重要になってくると考えております。 

 地域社会の中で、高齢者がその豊かな経験や知識を積極的に活用できる機会と場所を提供

できるように、町の社会福祉協議会、老人会、医療機関、あと福祉施設などの関係機関と協

議、連携を図りながら、全地域に住民主体の通いの場が推進できればと、それを推進してい

きたいとも考えております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 将来像、大体わかりましたが、最初に質問の中で町民の意識がまだ低いんじゃないかとい

うことを言ったんですが、介護予防の中でまず自分の家族がなかなか介護状態、また介護予

防状態といいますか、介護状態になってから初めて家族はその大変さに気づくと思うんです



- 36 - 

よね。そうなってからでは遅いので、介護予防事業というのを僕ら若い世代、もちろん子供

の世代もそうですけれども、そこに伝えていくためにはどういったことが必要なのかなと考

えるんですよ。課長はその辺をどう思われますか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 金丸議員の再質問にお答えします。 

 金丸議員が言われるように、やっぱり介護状態になるというか、要支援とか、そういった

ところに突然なるというケースもあると思います。認知症が出たり、そういったところで

やっぱり家族の皆さんにそういった対応の手助けというか支援のやり方など、江北町のほう

では地域介護自立支援ケア会議等も開いておりますので、そこら辺も、今後、金丸議員が言

われた件について提案をしながら、住民さんにどういうふうに広く周知していくべきなのか

も含めて考えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 住民の方の介護予防に関する意識の向上の方法なんですが、今、課長が周知をさせていく

ような感じを言われましたけれども、今、江北町にそういう介護予防に関するハンドブック

だったりとか、そういう広報以外の介護予防に関する何かパンフレットみたいなというのは、

町に置いてある分ではなくて各家庭に配ったりはしているんでしょうか、そこをちょっとお

聞かせください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 今のところ、私のほうでもハンドブック、町以外のもので確認をしていませんので、後ほ

ど議員のほうに提出をしたいと思っています。 

○西原好文議長 

 金丸君。 
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○金丸祐樹議員 

 わかりました。このハンドブックなるもの、周知をするツールというのは、今後、いろん

な方面で考えていってもらえたらと思います。 

 それと、介護状態にある人、また介護予防の方々というのを、全町民に対して調査という

のを行ったことがあるのかどうかというのをお聞かせください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 

 金丸議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 各戸に調査というのは、今のところ、私も把握をしておりません。後ほど、これも回答を

させていただきます。よろしくお願いします。 

 それと、先ほどの件で各戸に周知ができているかということについては、各教室のチラシ

のみですけど、全戸に、あと各班の回覧等で周知を図っているところでございます。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 先ほど福祉課長から、後ほど御回答をさせていただきますと申し上げましたけれども、な

かなか一般質問の場で後ほども何もあったもんではないというふうに思うものですから、あ

えて申し上げさせていただきますけれども、今、お尋ねのアンケートというのは、よろしけ

ればもう少し詳しく教えていただきたいんですけれども、何に関するアンケートということ

なんでしょうかね。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 アンケートといいますか、調査なんですけれども、御家族に介護予防を必要としている人

がいるのかとか、その家族の状況を調査しているのかどうかというのを聞きました。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。三溝福祉課長。 

○福祉課長（三溝秀行） 



- 38 - 

 金丸議員の再質問にお答えします。 

 ちょっと私の先ほどは、どういったアンケートかというのをちょっと聞き逃しておりまし

たので、再度、回答をさせていただきます。 

 福祉計画策定時に、アンケートにおいて介護に関する質問を受けてまとめているところで

ございます。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 わかりました。 

 江北町はほかの市町と比べたら、介護事業、実はたくさんやっていらっしゃるんですよ。 

 その中で、先ほども申しましたように、男性の参加者の促しや家族が介護をする立場にな

る前に、その意識を御家族の方に持ってもらって、家族ぐるみ、また地域ぐるみで介護予防

に努めていきたいと思います。行政の方も、町民さんが介護予防に対してもう少し高い意識

を持つようになればなと思っております。 

 以上でございますけど。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 先ほど来、金丸議員からは意識の低さというふうなことが問題であるのではないかという

ことでありましたけれども、私はいわゆる介護予防事業という名のつくものだけで介護予防

をしているわけではないというふうに思っています。 

 御存じのとおり、今、人口減少社会ということの中で、我が国がといいましょうか、地域

がやはり活力を維持するためには、以前であるならば、もうリタイアをしていただいて余生

を過ごしていただくような世代であった方々も、今からはやはり生涯現役時代ということに

なるのではないかなというふうに思います。 

 例えば、男性の参加が少ないというふうなことも御指摘いただきましたけれども、やはり

そうしたことの中には、そういう介護予防という事業に名前がついているものだからゆえの

参加しにくさというんですか、気恥ずかしさみたいなものもあるのかもしれないなというふ
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うに思っております。 

 それで、いや応なく我が町についても、恐らくそうした世代の人たちにもまちづくりに御

協力をいただかなければいけない時代が来ているのではないかというふうに思いますし、

もっと言うならば、もう既に来ているのではないかというふうに思います。 

 先日も、子供体験教室の発表会がありましたけれども、その先生方は、いわゆるほとんど

高齢者の皆さん方でありましたし、今議会の冒頭で申し上げましたけれども、待機児童解消

のために60代、70代の保育士ＯＢの方が一肌脱いで、我々でよければ協力をしたいというこ

とで４月から実際、保育に従事していただくというふうなこともありますし、実は鳴江公園

については、これまで除草等については民間事業者への委託をしておりましたけれども、こ

の４月からは江北町のシルバー人材センターに管理をお願いするようなことで実は進めてお

ります。 

 何が言いたいかといいますと、介護予防事業とこれをやっていますよということだけでな

くて、実はいろんな町で行っている事業が有機的に私は結びついているというふうに思いま

すし、そうした中で、当然、高齢世代というんですかね──の皆さん方の御協力というのは

得ておりますし、さらに得ていく必要があるというふうに思います。 

 金丸議員もきー坊＆愉快な仲間たちですかね、として介護予防活動に従事をしていただい

ていることは大変ありがたく思っておりますし、そういう中で、もう一つ、やはり固定化と

いうんですか、来る人はいつも来るけれども、来ない人は来ないと。やはりこういう掘り起

こしというのが必要なんだと思うんですが、先ほど申し上げましたような、抵抗感とか気恥

ずかしさとか、そういうものもあるのではないかなというふうに思いますので、介護予防事

業というものだけではなくて、やはり町の事業、町全体でやはりそういう高齢世代が活躍を

していただける、協力をいただけるような仕掛けづくりをしていきたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。（「２問目行っていいですか」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 次、行ってください。金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 続いて、２問目、行きます。 

 再度問う、生徒の不登校問題といじめです。 
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 平成29年12月にいじめ問題、平成30年９月定例会で不登校の問題を一般質問させていただ

きましたが、その後、どのような調査、対策がとられたのかをお聞かせください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 

 金丸議員の御質問にお答えします。 

 アンケートの内容については、町内校長研修会で検討をしております。 

 それから、道徳の課題についても、こちらのほうも町内校長研修会のほうで検討をしてお

ります。 

 ホームルームの時間についても、こちらのほうも学校に状況の現状を把握なりしておりま

す。 

 最初ですけど、以上です。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 細かな質問がありますので、まとめてよろしいでしょうか、２つか３つぐらい。 

 アンケートの内容については学校側との協議はしたかということで、以前質問をした内容

で校長会などで協議をしたという、今、説明がありましたけれども、まずその内容というの

か、以前の一般質問の中でアンケート内容についてもう少し、生活アンケートと友達アン

ケートでしたか、中学校が生活アンケート、小学生が友達アンケートだったですね、この内

容について少し変更ができないかということで言いました。それを、変更が今、あったのか

どうなのか、そこを教えてください。 

 それと、これは県が年１回で、学校側が６月と12月の年に２回だったですよね、たしかそ

うだったですよね。（発言する者あり） 

 この年２回では、なかなか早期発見──いじめは早期発見が必要だと思うんですが、なか

なか早期発見できないと思うんですよ。今後、この年２回というのを年４回でもふやせない

かどうかというのをお聞かせ願いたいです。この２つをお願いいたします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 
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○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えする前に、一言、お礼を申し上げたいと思います。 

 きょう、午前中、江北中学校の卒業式に議員も多数御出席いただきまして、本当にありが

とうございました。非常に厳粛な中にも涙を誘うような、そういうような卒業式だったん

じゃないかなというふうに思っています。参加された保護者の方も、いや、もう感動して涙

が出ましたとか、そういう言葉もいただいて、本当にいい旅立ちの機会になったんじゃない

かなというふうに思います。子供たちから見れば、３年間もしくはその前の６年間を含めて、

非常に守っていただいたことについて、本当にこの場をかりてお礼を申し上げます。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの再質問についてですけれども、アンケートの内容の変更はなかったの

かということですが、質問項目が、「はい」と「いいえ」というふうに二者択一になってい

るということで、「どちらでもない」というような項目を設けたらどうですかというような

御質問だったと思うんですが、このことにつきましては、そういう三択というやり方で行く

のか、それともどちらかといえば、どっちかなというようなつけ方というのもあると思うん

ですよね。学校としては、そういう曖昧なところじゃなくて、どっちかということでつけま

しょうということで指導をしたいということで、内容についてはそういう意味では変更はさ

れておりません。 

 それから、済みません、もう一つ何……。（「回数」と呼ぶ者あり） 

 回数ですね。先ほど議員おっしゃられたように、小学校が県の分も含めて３回、それから

中学校が県の分も含めて12回というふうに、回数に、もちろん差があります。 

 そういう機会をたくさん設けるというやり方もありますし、もしくはアンケート以外、例

えば個別面談とか、それから個別ノート、それから生活ノートのやりとりとか、それから保

護者面談とか、それから家庭訪問ですね、そういうようないろいろな機会をつくっていくと

いうやり方も思っていまして、学校にもそういうふうに話をしましたところ、やっぱりいろ

いろな機会でやりたいという小学校と、中学校では毎月やっていきますよというやり方と、

それはそれで尊重していってもいいのかなというふうに思いまして、そのことについても回

数については前回と変わっていないということでございます。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 
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 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 では、回数についての協議というのは、あったということなんですね、それで今の現状の

ままということで。要するに、県はちょっと別として、学校では半年に１回ですね。それ以

外ではノートであったりとか、個別面談であったりとかということで行っていくと。 

 これは、半年に２回では、先ほども申し上げましたように、なかなか早期発見できないし、

恐らく個別面談ももちろん必要なんでしょうけれども、もう少しアンケートの内容を、今、

「はい」か「いいえ」と二択ありますよね。それだけではなくて、生徒本人の気持ちを書か

せるような枠を設けて、いじめに対してどう思うだったりとか、そういう自分自身の啓発と

いいますか、そのような内容を、道徳も教科として始まりますし、アンケートの内容に入れ

ていったほうがいいんじゃないかなと思います。 

 これは、アンケートも恐らく、やっぱり10年間かそのぐらいずっと同じ内容ではないです

か、恐らく生活アンケートと友達アンケートというのは。（発言する者あり）少しだけ変

わっている。（発言する者あり）県の分でしょう。これは、毎年、このアンケートについて

は協議をしながら、日々状況が変わってくると思うんですよね。子供たちの生活環境も、ま

た昔と違って変わってくる、５年たてば大分違うと思います。その中で、毎年、このアン

ケートの内容についてはしっかりと協議を進めていったほうがいいのではと思います。 

 では、ほかの節も行きますね。 

 この年間35コマの道徳の時間をふやせないかと、以前、僕は質問をしたんですが、31年度

から教科としての道徳になると伺っております。その背景の一つには、いじめの問題がある

と思います。この教科書を用いての授業になるわけですが、子供たちに何を学んでほしいで

すか、これをお聞かせ願いたいです。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 道徳が、小学校ではことしから、中学校では来年から正規の授業ということで入ってきま

した。 

 正規の授業として入ってきて何か変わるかというと、そんな大きな変化はないんですが、



- 43 - 

ただ評価が入ってきたりとか、そういうふうなことをするということが大きく変わってきた

かなというふうに思っています。 

 その中で、どういうことを目的としてやるのかということですが、もちろん道徳というの

は非常に広いものを取り上げていまして、35コマの中で授業の題材だけでいうと、いじめに

ついては１つか２つしかないんですよね。それ以外に、命の大切さとか、友達と仲良くしな

いといけないとか、それから社会に出て仕事をしないといけないとかですね。そういうよう

なものがいろいろ入っていますので、いじめだけというふうに特化しての授業ではないです

けれども、その中でいろいろなテーマの中で善悪の判断とか、親切と思いやりとか、もちろ

ん命のとうとさですね、そういうふうなものをもちろん授業の根幹においてやっていくもの

だというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 ありがとうございます。大きなくくりで言えば、人権の尊重ということを学ばせていきた

いということですよね。 

 これを踏まえた上で３問目の質問ですけれども、以前質問した帰りの時間、ホームルーム

の時間はどのように行っているかということで、そのときも後からということでしたので、

今現在、各先生方がそれぞれの放課後で、いろんな形式があって、最後のゆとりの時間で

あったりとか、みんなの時間であったりとかしているわけなんですけれども、その中で私が

前話したのは、班をつくって班ノートなりを交換しつつ、５人とか６人の単位で、みんなが

それぞれ１日のあった出来事を話し合いながら１日を振り返り、その中で問題があったら、

そこで解決していこうみたいなことを話していたんですけれども、現在、そのような形では

行われているんでしょうか。それとも、机がばっと並べてあって、そのまま先生がいろんな

ことを言って、生徒がそのまま聞くというようなことなんでしょうか、そこを教えてくださ

い。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 
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 金丸議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 以前もホームルームについて御質問をいただいて、そのときもちょっとおくればせながら

お答えはしたところがあるとは思うんですが、内容につきましては、担任が帰りのホームと

いうことで、きょうの振り返りとか、それから最近で友達を褒めるようなことはありません

でしたかとかですね、そういうようなことをやったりされています。 

 学校に確認してみたところ、グループでやっているところもあるというふうに聞いていま

す。もちろんやり方については、一斉でやるのもあるだろうし、グループでやるのもあるだ

ろうし、それはそれで担任の先生方の力量が出てくるんじゃないかなというふうに思います。 

 確かに、グループでやるメリットも十分にわかりますので、そこらあたりはお互いに紹介

をしたりしながら、参考にしたりしながら、じゃ、自分もやってみようかなとかいうふうに

思われるときもあるだろうし、ぜひいろんなやり方を勉強して、子供たちに効果があるよう

な、そういうふうなホームルームにしていただきたいなというふうには思っています。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 わかりました。このホームルームの時間は、学校の授業が終わって、本当、ほっとする時

間なんですよね。皆さんも記憶にあると思います。今、いろんな形でグループだったりとか、

つくってやっていらっしゃるということなので、今後とも温かく見守っていきたいと思いま

す。 

 それと、次、行きます。 

 我が町のいじめ防止対策基本方針では、職員向けの対策研修会や保護者向けの同和対策を

実施すると書いてあります。これはどのような形でいつごろ行われておりますか、お願いい

たします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 いじめ防止対策基本方針というのを平成26年に定めました。 
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 その中に、今、おっしゃられたように、先生たちにいじめについての研修会をしますよと

か、保護者の方に対していじめ対策、いじめ防止教育をしますよとかいうふうに書いてあり

まして、それにつきましては、先生たちに対しては先生が県主催の研修会に何人か出られて、

それを学校に戻って伝達講習をするという形でしていただいています。 

 それから、保護者向けにつきましては、ＰＴＡの役員会とか、それから評議員会とか、そ

ういう中でいじめについて報告をしたりとかしながら、どういうやり方があるのかというの

を研究しているという状況で、特に皆さん集まってもらって研修をするとかいうところまで

はしていないと思います。 

 ただ、学校だよりとか、それからふれあい道徳の授業参観なんかを保護者の方にしていた

だいて、今、どういうような授業をやっているのか、いじめについてもどういうようなこと

をやっているのかというのを見ていただくというのを、むしろ多くの保護者の方が来られま

すので、そちらのほうでいじめについての意識というかな、そういうふうな認識と申しま

しょうか、そういうのを持っていただくというのもあるのかなと思って、今、そちらのほう

で進んでいるというふうに御理解いただければと思っています。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 これは、保護者向け、育友会とかＰＴＡのメンバー向けには行ったということですかね、

そうではない。（発言する者あり）そうではないですかね。それと、全体の保護者向けには

行ってはいないんだけれども、これからいろいろ対策をとっていくということですかね。 

○西原好文議長 

 質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の質問にお答えしたいというふうに思います。 

 全体を集めての町が主催してやるというのはやっていないですけれども、各学校のほうで

は保護者に対して、先ほど申しましたように、学校だよりなどでいじめに対して、いじめに

ついてこういうことが今、起こっていますとかいう話をされているというふうに伺っていま

す。 

 ＰＴＡとか育友会とかいうのがありますので、そういう中で、いじめについていろんな協
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議をしていただいて、研修会とかしたほうがいいんじゃないのとか、そういうふうな話にな

れば計画をしていきたいなというふうに思っています。 

 それと、先ほどのアンケートの内容につきましても、こういうアンケートをやっているん

ですけど、結果こうなりましたとかいうのを報告しながらも、内容について、少しこんな項

目を入れたほうがいいんじゃないのというような意見が出れば、それを受けて変更というこ

ともあるのかなというふうには思っています。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 いや、このいじめ防止対策基本方針には職員向けの対策研修会や保護者向けの同和対策を

実施するとあります。 

 その中で、まだ実質的に行っていないですよね。これは、全国的にいじめがこれだけ問題

になって、よその市町では中学生が自分から命を絶ってしまうという事例があります。 

 その中で、これは全体の保護者向けは、もちろんそういうふうな学校だよりとかはあるん

でしょうけれども、講師の方などを呼ぶなどして本格的に保護者向けにいじめに関する知識

を持ってもらって、いじめを撲滅する、そのような動きをとってもらいたいので、ここはぜ

ひ対策基本方針に載っているのであれば、今までしなかったというのが、これはなぜかなと

思うんですよね。 

 それは置いておいて、次なんですが、この中にいじめ早期発見支援システムというのがあ

ります。これはアイシグナルというんですけれども、これも以前、一般質問でしたんですけ

れども、このアイシグナルを、今、もうやめているそうなんですけれども、これは何でやめ

られたのかというのを、まず最初に聞かせていただけないでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えいたします。 

 アイシグナル、いじめ早期発見システムというのが業者でされているのがありまして、そ

れを導入というか、いろんなところに広めたいという業者の意向があったんじゃないかなと
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いうふうに思いますが、最初は無償でいいですよということで２年間契約をして実施したも

のがあります。2015年と2016年の２年間ですね。それで無償でさせてもらっていたんですけ

れども、２年で取りやめたということがありまして、どうしてやめたかということなんです

が、そのシステムに、例えば自分がいじめられたとか、いじめを見たとか、何かそういうよ

うな意見を言っていいようになっているんですが、実際にほとんど利用者がいなかったとい

うことで、２年間でしたが、それで取りやめたということでございました。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 教育長、利用者がいなかったから取りやめた。利用者がいなかった、むしろ、これはいい

ことじゃないですか。 

 これは、もともとアイシグナル、コアシステムズさんから導入して無償でやっていたんで

すよね。急にやめられたんですが、理由は先ほどの理由でしたが、シグナルカードというの

を配っているんですよね。このとき、全学年に配られたのか、父兄さんに配られたのか。聞

いた話によると、間違えたら済みません、全学年と民生委員さんと保護者向けに、恐らく２

年間配られたんですかね。２年でやめてしまったので、それで終わってしまったと。 

 これは、せっかく無償で、アイシグナルですか、ネットを通じてやるんですけれども、こ

れはやめないほうがよかったんじゃないですかね。 

 よその事例を言うのは非常に申しわけないんですけれども、このアイシグナルを入れてお

いたおかげでいじめの早期発見につながったという事例もたくさんあるんですよね。２年間

利用者がいなかったというのでやめてしまうというのは、いじめの問題に対して、ちょっと

軽率なんじゃないかなと思います。その辺に対してはどうでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の再質問にお答えしたいというふうに思います。 

 確認したところ、利用者がいなかったということでやめたんですよという話だったので、

その事実をお伝えしたところではございます。 
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 もちろん、そういう意見がなかったということは、うちの町にとってはいじめがあってい

ないんだというようなことを少しイメージできるというようなこととか、それから24時間使

えるとか、それから子供たちはもちろん全員できるし、保護者もできるし、地域の方もそう

いうようなものを見たり聞いたりしたら投稿できるというシステムになっているので、そう

いう意味では非常にいいシステムをつくられているんじゃないかなというふうには思います。 

 ただ、入ったときは無償でしたけれども、将来的にはお金がかかるというふうになってい

まして、あと、幾つか条件があるんですよね。それを続けるための条件とかですね。そこら

あたりもありますし、県内に確認してみると、県内で入れているところは実はないんですよ

ね。だからといって、うちは入れないという話ではないですけれども、そういう意味では少

し研究をして本当にいいものかどうか、そこらあたりは研究をさせていただきたいなという

ふうには思っています。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 予算編成権者としてもお答えをいたしたいというふうに思います。 

 先ほど来、教育委員会の答弁では、２年間はただだったけれども、それから先は有料です

からというふうに聞こえましたけれども、平成25年と26年に取り組まれているんですかね。

少なくとも私、就任以後にそうした予算要求は受けたことはありませんし、もし、いじめ対

策に有効な事業ということであれば、それはぜひ積極的に予算編成権者としては予算につい

ては計上させていただきたいというふうに思います。 

 これまでのやりとりで金丸議員が御満足いただけるような答弁になっていればいいんです

けれども、やはり不登校とかいじめ、これを両方一緒に議論するのは非常に乱暴ではあるん

ですけれども、特に私は不登校の問題については、やはり今の江北町の現状の中では大変、

私は問題であるというふうに思っておりまして、以前の、今年度だったですかね、総合教育

会議の中でも教育委員会に対しては強く、不登校対策についてはとっていただくように申し

入れをしたところであります。 

 もちろん、今、現場の先生方は実際、不登校に陥ってしまっている子供たちの対応には、

しっかり対応をしていただいていると思うんですけれども、対応に合わせて、やはり対策と
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いうんですかね、やっぱりそこへして行かれる必要があるんではないかということは、総合

教育会議の中でも申し上げたところであります。 

 いずれにしましても、やはりこうしたものは一つ一つ、しっかり具体的な、やはり取り組

みというんですか、事業というんですか、打つ手を出していかないといけないというふうに

私は思うんですけれども、大変残念ながら、ひとまずは教育委員会というのは別組織という

ことになっているものですから、私も非常に隔靴掻痒の感があって、もどかしいところはあ

るんですけれども、当然、必要な予算については計上をさせていただきたいというふうに

思っておりますし、総合教育会議の場にのみならず、通常の業務の中でも強く教育委員会に

も申し入れをしたいというふうに思います。 

 先ほど、アイ……。（「アイシグナル」と呼ぶ者あり）アイシグナル、私自身もアイシグ

ナルのシステムみたいなところがありまして、町民の皆さんからもいろんな声もいただきま

す。実は、こうして不登校で困っているとか、あそこのお子さんはというふうな声も聞くも

んですから、そうしたことは積極的に教育委員会につないで、やはり１件でもそうした事案

が減っていくようにやっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 町長、アイシグナルは27年と28年だそうです。町長は25年、26年と。町長。 

○町長（山田恭輔） 

 よろしいですか。修正をさせていただきたいと思います。 

 平成27年度と28年度の取り組みだったということであります。 

 私、28年度に就任をいたしましたので、その後であれば、予算要求をいただければ、当然、

議論をしていたというふうに思うんですけれども、私の記憶が正しければ要求はいただいて

いなかったのではないかというふうに思います。違っていたら、ぜひ訂正をしてください。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 答弁、ありがとうございました。 

 町長が申し上げられましたように、このアイシグナル、これが果たして、今、有効である
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のかどうかというのは、今後、検討、検証をお願したいと思います。 

 それと、次、行っていいですか。 

○西原好文議長 

 どうぞ。金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 このアイシグナル、今後の検討になるんですけれども、これは町のホームページから町の

中学校の外部リンクに飛ぶことができるんですよね。これは御存じですよね、１ページもの

ですけれども。そこにアイシグナルというのを載せることができないかと。これはコアシス

テムズさんに確認したら、大体、町のホームページに載せてしまうと、みんながみんな、そ

こにちょっと勘違いをして、いろんな諸問題を書き込んでしまうと。 

 でも、そういう中学校とか小学校の外部リンクのページにこれを載せることで保護者の方

たちも、そこでいじめの問題だったりとかを投書することができると、そういうような感じ

で言われていたんですよ。そこもあわせて検討をしていただければと思います。 

 では、次へ行きますね。 

 次が、最後になります。 

 不登校の問題です。 

 不登校児の調査について何をされたかということで、これは以前の一般質問で今後、調査、

検証をしていきたいということで言われましたので、そこについて調査は何をされたのかと

いうのを教えてください。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 30年９月に御質問をいただいたときに、現状ということで不登校が今、何人いるかという

ことをお伝えしたというふうに思います。そのときは、不登校、欠席30日以上が７名でござ

いましたが、現在は10名ということで１月31日現在ですけれども、３名増ということでござ

います。 

 調査、分析をしますというふうにお答えをしました。どういう調査をしたかということで

ございますが、30日以上もしくは不登校で欠席している生徒ということで、小学校では26年
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度から５年間で30年度の１月31日までに実数で言うと４名いらっしゃいます。それから江北

中学校で言うと実数で23名、合計27名につきまして、性別とか、それから不登校の理由とか、

欠席がふえる時期などについて調べてみました。 

 性別につきましては７割が女子児童と、それから不登校になった児童の中で転校してきた

児童がどれぐらいいるかと調べてみましたら、４割が転入をしてきた生徒だということでし

た。 

 ただ、転入してきた生徒につきましては、転入してきて１年目にすぐ、例えば不登校に

なったとかいうことではないので、２年目になったとかいうことですので、なれなかったと

いうことは、ゼロじゃないとは思いますけれども、それが主の原因でもないのかなというふ

うには思っています。 

 それから、不登校の理由につきましては、心因性か怠け、非行の２つに分けてみると、15

名が心因性、要するに心理的なものとか精神的なもの、学校でいろんなストレス、どこでの

ストレスかはいろいろあるとは思いますけれども、そういうストレスとかトラウマとか、そ

ういうものが、その原因になっているんじゃないかというふうに思われます。 

 それからあと、欠席がふえる時期について確認をしましたところ、これは小・中学校両方

とも同じなんですが、１学期が19名ということで１学期が非常にキーになる学期なんだなと。

夏休みが終わって２学期に欠席がふえるという子もいはしますけれども、数だけでいえば、

１学期に欠席がふえるという子供が多いということでございました。 

 特に、中学校では体育大会が終わった６月に一番欠席がふえているという状況でございま

した。そのような調査を行ったということでございます。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 不登校の調査結果については、先ほど教育長が答弁したとおりだというふうに思いますが、

以前の議会のやりとりの中でも申し上げましたけれども、先ほど転入者の割合が４割という

答えがありましたですね。 

 私が一番危惧するのは、我が町は１町１校なものですから、小学校からそのまま中学校に

基本的には、もちろん外に出られる子もいますけれども、持ち上がるということの中で、や
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はりそういう固定化した人間関係の中に外から入ってくるところに、うまくなじめなくて不

登校になっているというのが、もし原因だとすれば、それはやはり払拭をする必要があると

いうふうに思いますし、万が一、そういう理由であれば、せっかく江北町に移り住もうと

思っておられる方が、何かそういう江北町の学校が閉鎖的のようなイメージを持たれたら困

るというふうに思ったもんですから、前回の議会でもそこは少し丁寧にお答えをしたか、教

育委員会からしていただいたところなんです。 

 さっきの転入者の４割というのは、転入直後に不登校になったということではなくて、よ

くよく考えてみると、例えば今年度の小学校１年生３クラスのうち、上分と下分の子供たち

で１クラスできるぐらいの数なんですよ。ということは、全部が全部とは言いませんけれど

も、いつぞやか江北町に転入をしてきた子供だということだというふうに思います。 

 そういう意味でいきますと、もともとの分母がどのぐらいあって、どのぐらいが不登校に

なっているのかというのは、少し丁寧な分析をしないと、単純に転入者が４割ですというと、

非常に何か深刻な原因があるかのように聞こえてしまうものですから、そこはぜひ誤解なき

ようお願いをいたしたいというふうに思います。 

 前回、さきの議会で、以前の議会でもそこは明確にお答えをしたかというふうに思います

けれども、要は町外からの転入そのものが不登校との原因についての関連性は認められな

かったということであったというふうに私は聞いておりますもんですから、ぜひそこは教育

委員会からも、もう少し補足をきちんとしていただきたいなというふうに思いますが、少な

くとも私はそういう認識でおります。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 補足をさせていただきます。 

 私の説明がちょっと不十分だったかもわかりませんが、教育委員会としても転入が要因で

あるというふうには認識していないということを、ちょっと補足させていただきたいという

ふうに思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 
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 金丸君。 

○金丸祐樹議員 

 調査の内容はわかりました。 

 この調査をされた上で、現に今、１月31日時点で10名、これは30日以上ですかね、（発言

する者あり）違いますか。全部ですね。全部含めて30日。（発言する者あり）30日以上で

しょう。 

 この不登校生徒がいる中で、どのような対策をとっていければいいのかと、そこに尽きる

わけですが、教育長、お答えください。お願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 先ほどの10名、１月31日現在で30日以上休んでいる児童及び30日まではないけれども、欠

席が多いという児童が全員で15名おります。 

 その15名について、今の状況を調べてみましたら、全く登校できていない、もしくはほぼ

登校できていない児童が３名、それから週に一、二回登校できているという児童が──これ

は１月の話でございますけど、３名。それから週三、四回学校に来られているという児童が

９名ということで、児童を同じ不登校で休んでいるというグループで見ていますけれども、

内容はそれぞれ違うところがありましてですね。 

 今の状況で来られている児童もかなりいるということなので、今回、予算にも計上させて

もらっていますけれども、来年度につきましては、中学校のビッキールームというところに

常時、職員を置いて、子供たちがいつでも来られるという状況を一つ、つくりたいなという

ふうに思っているところでございます。 

 それとあと、学校支援員も時間数をふやしていただいて、そちらのほうも充実させて、学

校に行っても子供たちの困り感を少しでも減らすような、そういうふうな対策をしたいとい

うふうに思っています。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 
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○金丸祐樹議員 

 ビッキールームをつくったり、支援員を今度増員するということですね。 

 もともと学校に、じゃ、今、行っていない児童・生徒たちがいらっしゃるわけなんですが、

これについては増加傾向に、今、あるんですよ。これは、不登校対策委員会でもつくりまし

て真剣に考えていかないと、不登校の中には今度の千葉県の野田市の事件でもそうですし、

江北町はないと思うんですけれども、親のＤＶがあったり、中にはいじめがあったり、先ほ

ど教育長おっしゃったように、心身的な理由、ただ何となく行きたくないと、さまざまな要

因があると思うんですよ。これは本格的に委員会でも立ち上げてやっていく必要があるん

じゃないかなと思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。熊﨑教育長。 

○教育長（熊﨑知行） 

 金丸議員の再質問にお答えしたいというふうに思います。 

 不登校対策委員会という名の委員会は立ち上げてはいないですけれども、毎月校長会をし

ていまして、小学校の校長、それから中学校の校長、それから教育委員会でいじめについて

は報告、それから対応はどうしているのとかいう話はしています。 

 それとあと、先ほど金丸議員の話にもありましたように、要因が学校の中だけじゃなくて

家庭環境とかいうのもありまして、学校だけではなかなか解決できないというのもあります。

そういうものについては、要保護対策児童委員会、要保護対策委員会というのがありますの

で、その委員会の中で、もちろん町の福祉課とか、それから民生委員さんとかに入っても

らって、それぞれのケースに合わせたような会議も──ケース会議といいますけれども、そ

ういうようなのもありますので、全体で施策をどうするかとかいうものについては校長会と

かで話をしながら、現場でどういうふうなものが一番求められているのかというものを、う

ちが聞きながら施策に反映したりとかいうことをするということと、あと、やっぱり個別に

１つずつ対応していかなといけないかなというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 金丸君。 

○金丸祐樹議員 
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 もう余り時間がありませんので、これで終わりますが、このいじめの問題であったり、不

登校の問題ですね、命にかかわる問題と思うんですよね。我が町では今までそういった事案

がないので、何となくテレビやニュース、新聞とかで誰々が自殺をしたとか、子供がＤＶを

受けて死んでしまったとかいう話を聞きます。でも、いつこういったことが我が町で起こる

とはわかんないので、これは起こってしまってからでは大変なことです。 

 今後、本当の意味で真剣に、このいじめ問題、不登校問題、取り組んでいただければと思

います。 

 以上で終わります。 

○西原好文議長 

 １番金丸祐樹君の一般質問をこれで終わります。 

 しばらく休憩いたします。再開14時40分。 

午後２時30分 休憩 

午後２時40分 再開 

○西原好文議長 

 再開いたします。 

 休憩に引き続きまして、２番渕上正昭君の発言を許可いたします。御登壇願います。 

○渕上正昭議員 

 皆さんこんにちは。渕上正昭です。一般質問をする前に、この場をおかりいたしまして、

一言お祝いを申し上げたいと思います。 

 というのは、先ほど教育長のほうからお話しありました本日９時から江北中学校の第72回

の卒業証書授与式が挙行されました。私も出席をしておりまして、非常に感動をいたしまし

た。本当にいい授与式だったというふうに思います。本日、卒業されました81名の生徒の皆

さん、また保護者の皆さん方に改めてお祝いを申し上げたいと思います。本当におめでとう

ございます。そしてまた、生徒の皆さんには次のステージでぜひ頑張っていただきたいとい

うふうに思います。 

 それでは、通告をしておりましたので、東古川及び支線水路に係る諸案件の対策、それと

もう一つはタイムライン、通称事前行動計画といいますけれども、この策定についてお尋ね

をしたいと思います。 

 まず東古川及び支線水路でございますけれども、この件につきましては平成28年６月の議
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会定例会並びに同年の12月の議会定例会で御質問をさせていただきました。３つありまして、

その１つは結果が出ております。それから、県に相談をしたいという答弁もいただいており

ます。それから、県杵藤土木事務所でございますけれども、そこで検討をされるという御答

弁もいただいています。この３点でございます。 

 そこでまず１点目ですが、県は東古川堤防の侵食対策として、平成28年度からのり面を覆

うブロックマット工法による改修工事を施工されております。これは左岸になります。六角

川に向かって左側のほう、これが約100メートルほど施工をされております。そのときの県

の回答は、県の予定としては28年度以降、同じような規模で改修をするというふうなことで

ございました。当然、29年度も同じ規模ぐらいの延長で改修をされております。 

 ここでちょっとおさらいの意味で、パワーポイントで御紹介をしたいというふうに思いま

すので、切りかえをお願いします。 

 （パワーポイントを使用）これが28年の11月ぐらいだったと思いますけれども、のり面の

ほうをまず掘削をしてやっているところなんですね。そして、これが掘削をしてのり面を補

強したということでございます。これが最終的にブロックマット工法で改修ができたところ、

これが28年度です。ここの部分は29年度に改修をされております。これは、平成橋から六角

川のほうを向いて左側、左岸側ですけれども、手前の方が29年度に改修をされた分、それか

ら先の部分ですね、ちょっと間があいていますけれども、その先の部分が28年度に改修がな

された分です。見てわかるように、その真ん中の部分ですけれども、非常にえぐり取られた

ような形になっております。これが28年度、29年度、それから現状のところでございますの

で、これをちょっと見ていただきたいというふうに思いましたので、ここに提示をさせてい

ただいております。 

 先ほど言いましたように、28年度、29年度につきましては、当初言われたとおり100メー

トルほどですので、合計の200メートルほど改修をされております。 

 そこでお尋ねをいたしますけれども、平成30年度はまだ改修がなされておりません。30年

度の改修がなされていない、それから31年度以降はどういうふうにされているのか、県の計

画なり予定なりを聞いておられれば御答弁をお願いしたいと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 
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 渕上議員の御質問にお答えいたします。 

 杵藤土木事務所に問い合わせましたところ、平成30年度は予算の都合で施工ができません

でしたということでございます。それと、年次計画はないということでございますけれども、

維持的な修繕で毎年80メートルから90メートルほど施工できるよう予算の計上を行うという

ことでございました。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 はい、わかりました。今年度につきましては、ちょっと予算がつかなかったということで、

次年度以降については80メートルから90メートルぐらい予定を計画しているという理解でよ

ろしいですね。 

 東古川につきましては、大体、町の50％以上の水が流れてくるというふうな計画をなされ

ているようでございます。 

 そういうことで、非常に重要な河川でもありますので、ぜひ今後もそういった改修を実施

していただくように県のほうにもお願いをしていただきたいというふうに思います。町長か

らの答弁をお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 渕上議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど建設課長、答弁申し上げましたけれども、やはり幾つか反省すべきところがあるな

というふうに思っております。 

 といいますのが、今回、御質問で通告をいただいて初めて杵藤土木事務所に問い合わせた

ところということなんですね。本来ならばそうではなくて、先ほどお話しいただきましたと

おり、平成28年度に要望をして、今回、工事の着工ということで28年度からしていただいて

いるわけですから、本来であるならば、しようと思えばできるような時期に平成30年度の当

初にでも今年度もやっていただけますよねというようなことで確認をして、やはりこっちが

積極的にかかわっていくということがやはり必要だったのではないかというふうに、そこは
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深く反省をするところであります。 

 それともう一点、30年度は予算の都合でできなかったと回答をされている一方で、年次計

画はないということで、31年度は予算計上を行うというふうに県がおっしゃっているという

ことなんですけれども、私が察するに、もともとここの箇所をやるということで予算をつけ

ていただくような事業であるならば、当然、30年度もできていたと思うんですけれども、恐

らく河川の維持管理の予算の中でいろんなところをやっておられるということだとすれば、

先ほど県のほうが御回答いただいているその予算計上を行うというのも、ここのことをやる

ために予算計上をしていただくということならいいんですけれども、そうでないとすれば、

所管の河川の維持管理全般の予算を計上するということだけの意味であるならば、やはり31

年度もこのまま我々から積極的な行動をしなければ、もしかするとほかの河川の維持補修に

お金が回ってしまうということもあろうかと思います。せっかく28年度から取り組んでいた

だいている事業でありますので、ぜひ来年度はこちらのほうから早期に県に要望をまた行っ

て、きちんと31年度については従来どおり施工していただくようにお願いをしていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 ありがとうございます。 

 これは28年６月の議会のときに早急に動いていただいて、そして予算を組んでいただいて、

町長がちょうど初めてのときです。予算を組んでいただいて、そして28年度早速していただ

きました。県杵藤土木事務所においては、予定ではあるけれども、今後も同規模程度をやっ

ていくという回答をいただいておりましたので、28年、29年度実施をされて、今年度どがん

なったろうかなというふうに思っていたところ、先ほどの課長の答弁のとおりできていない

ということでございましたが、町長が東古川の重要性というのが十分わかっておられて、そ

して今、言われたように、積極的に本町から県のほうにお願いをして予算を組んでいただく

ような、そういうふうに町長おっしゃいましたので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。 

 それでは２点目、東古川堤防の侵食に伴う張りブロックとＵ字溝の損壊対策についてお伺
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いをしたいと思います。 

 ちょっとパワーポイントのほうで映させていただきます。 

 （パワーポイントを使用）これが壊れている張りブロックとＵ字溝なんですね。これは当

初、この張りブロックとＵ字溝については、のり面を改修するときにここのほうもいたしま

すということで、実際、このようによくなっております。これを見ていただくと、先のほう

に２つＵ字溝がありますけれども、こういうふうに壊れているんですね。ですので、これに

ついて前回もぜひやっていただきたいというふうなことを申し上げました。 

 それで、前回お聞きしたのが、この張りブロック、Ｕ字溝については、どちらの町の占有

物でしょうかということでお聞きいたしました。そのときは、町の占有物でもあるけれども、

河川の構造物という考え方もできるので、町長として県に相談をしたいというふうな御答弁

でありましたので、県に相談をされたその結果がどういったものなのか、御答弁をお願いし

たいというふうに思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 渕上議員の御質問にお答えいたします。 

 張りブロックとＵ字溝の損壊している箇所を優先して、堤防ののり面を覆うブロックマッ

トを行うことができるということでございまして、場所と優先順位を示してくださいという

ことでございました。地元に聞いた上で、必要な箇所については早期に施工してもらえます

ように県に要望をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 １点目と何ら変わりありませんですよね。 

 というのは、もう２年たっているんですよ。28年12月の議会での御質問ですよね。それが

いつの時点で順位をつけたらやりますというような回答があったのかわかりませんけれども、

まさか今回、聞いてではないですよね。これは、いつの時点でわかったことなんですか。張

りブロック、Ｕ字溝を優先してやっていくというのは、いつの時点で聞かれたのか、そして
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いつからされるのか、御答弁をお願いしたいと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 渕上議員の再質問にお答えいたします。 

 済みません、張りブロックを優先してというか、張りブロックの損壊しているところ、そ

れで早期にするところがある場合に、その周辺をブロックマットを早期に施工するというこ

とでございます。それと、いつ聞いたのかということで言われまして、申しわけありません、

それにつきましては先日も伺いました。いつからかということにつきましては、もう31年度

からちょっと要望というか、優先順位をお尋ねして、土木事務所のほうに要望したいと思い

ます。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 ちょっと済みません、まだ私が理解していないみたいで。今の話はＵ字溝のことですかね、

Ｕ字溝でしょう。先ほど見せた100メートルとか80メートルとか90メートルの話じゃないで

すよね。Ｕ字溝のことを今ちょっとお聞きしているんですけど、Ｕ字溝の回答ということで

よろしいですか。ちょっと確認をお願いします。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 渕上議員の再質問にお答えいたします。 

 Ｕ字溝を施工するという、そこもあわせてなんですけど、その周辺のブロックマットとあ

わせてそこを施工するということでございます。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 理解いたしました。 
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 というのは、今ちょっと画面で見ていただければわかりますけど、この部分だけをするん

ではなくて、今、28年度、29年度改修工事をした、そこの中に入るＵ字溝はしますというこ

とで理解していいですか。違う。ちょっと私が理解でけとらんかわからんですね。ちょっと

答弁をお願いします。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 渕上議員の御質問にお答えいたします。 

 本件については、私、就任後も何度となく御質問もいただきました。そのときの議論は、

要は河川の80メートルとか90メートルというのり面は、当然、河川管理上必要だけれども、

要は農地から排水される水をそのまま河川に流すのに必要なＵ字溝がそれまで県がやってく

れるのかどうなのかということが多分、１つ議論になっておったかというふうに思います。

これについては、先ほど建設課長が答弁をいたしましたとおり、これについても県で河川の

施設の一部として施工をしてくれるというふうに理解をしています、ということなんですよ

ね。それで、今、建設課長が申し上げたのは、かたつめてというか、ずっとこうしてきてい

るもんですから、そのまま延長してのり面の保護をするのか、もし特定の箇所でＵ字溝が損

壊をしていたり、その周辺ののり面が崩れたりしているようなところがあれば、今までやっ

てきたところの延長ではなくて、そういう部分があれば、優先してというのはそういう趣旨

だと理解をしていますけれども、そっちを先にというんですかね、そっちもというんですか

ね、やっていいという県からの回答をつい最近、問い合わせて聞いたということでございま

す。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 わかりました。ちょっと私が理解不足というか、要は今、工事をやっているものと、それ

からこのＵ字溝についてはまた別個にやりますよということで理解をしましたけど、いいで

すね。だめですか。 

 今、町長のほうから答弁いただきましたので、それでわかりました。 
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 それでは３点目にいきたいと思います。 

 支線水路のブロック積みの基礎部分が露出している箇所の対策についてということで、切

りかえをお願いします。 

 （パワーポイントを使用）これは、東古川から八町に入るところの支線水路になります。

ここのこのブロック積みのその下が損壊しておりましたので、これも県が杵藤土木事務所の

ほうがそこの改修というか、どういった工法がいいかということでされたのがこういったや

り方なんです。これは、水どめコンクリート擁壁を設置して、その前後に鉄網で囲ったもの、

通常、布団かごと言うらしいんですけれども、これを敷き詰めてしていただきましたが、そ

の後にそのブロックの基礎を通って、やっぱり東古川のほうに水が流れていたので、県に本

町から聞いたところ、工法の検討をしているというふうな答弁があっていました。その後の

結果がどうであったかということを御答弁お願いしたいというふうに思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 渕上議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほどパワーポイントで見せていただきましたところですけど、そちらにつきまして、こ

れも先日、御確認をさせていただいたんですが、今、水が西古川方面の方向の支線水路、そ

ちらのほうにたまっておりまして、ちょっとブロック積みの裏から水が浸透してきていると

いう状況は、ちょっとそこは確認はできませんでした。 

 そちらにつきまして、平成28年度に今の対策をとられているわけですけど、ブロック積み

の基礎の部分が露出しているところ、こちらにつきまして、何年かかけて土がたまるように

なるのではないでしょうかということで、経過を見るようになっておるところでございます。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 それでは今、そういったコンクリートでせきとめというか、水どめをされていますよね。

それをまだちょっと様子を見るということですか。検討してもまだ様子を見ているというこ

とですか。それは２年ちょっとたっていますけど、どれぐらいたったら回答がいただけるん
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ですかね。わかりませんよね。 

 先ほどから聞いておりますと、２年以上たっていますよね。そういうふうに相手があるこ

とですから、さっさっとはできないかもわかりませんが、その辺はやっぱり担当課としては

今、どういうふうに県のほうにもお願いしているのかとか、どういうされているかというの

は、やっぱり頭の中に入れながら、ぜひ進めていただきたいなというふうに思っています。 

 今回、この３点につきましても、恐らく１問目、２問目、３問目と同じく聞かれたんだろ

うなというふうに推測をいたします。ですので、やっぱりこういったものはもう先に先にお

願いする側ですから、やっぱり作業というか、仕事進めていかないと、これ今回出していな

かったらまだいつになるかわからんですよね、ということになりますよ、ちょっと聞きよっ

たらですね。だからその辺はしっかり自分たちが今、何を求められて、どうするかというこ

とはしっかり頭の中に課として把握をした上で、相手方にお願いするところはしっかりお願

いをし、そしてしていかないと、言われたからちょっと聞かにゃいかんというふうなことで

は、もう仕事はできませんよ。だから、ぜひそういうことをしっかりしていただいて、自分

たちだけでできることは、それはあしたでもあさってでもということはできます。しかし、

相手がおることですので、ましてや予算を組むわけですから、そこは早目早目の対応をお願

いしたいというふうに思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 ただいま渕上議員から厳しい御指摘をいただきました。 

 もとを正せば、これも平成28年度に御質問をいただいて、至急対応しますということで６

月議会だったですかね、要望をさせていただいて今回、せっかく実現の運びとなってきてい

たわけですけれども、やはりその後の我々の進行管理というんですかね、やはりここのまず

さがあったのではないかなというふうに思います。 

 本議会の冒頭で申し上げましたように、例えば東分の交差点改良などは国と県という非常

に両方の機関にまたがる事業ではありましたけれども、正直言いますとしつこいぐらい私も

要望にもお邪魔しましたし、いろんな八方手を使って２年という短い間に実現ができたこと

であります。 

 やっぱりそれからいたしましても、こちらからお願いしないとなかなか県のほうも当然、
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江北町だけ見ておられるわけではないもんですから、我々がやはり積極的に、能動的に動い

てしないと、こうやって質問があるたびに催促されて動くというのは、やはり我々行政のプ

ロとしては恥ずべきことかなというふうに責任者として深く反省を申し上げるところであり

ます。 

 もう一つ、以前から懸案になっております大西の鉄橋のところもそうなんですけれども、

江北町の町民の皆さんの安全・安心を守るのは我々の責務なんですけれども、残念ながらと

いうか、必ずしも全ての施設を町で維持管理しているわけではなくて、当該箇所についても

六角川は一級河川なもんですから、やはり国がしっかりやってもらわないと町民の命にかか

わるということで、あそこについてもしつこいまでに国にも働きかけを今、しているところ

でありますし、東分の交差点もしかりでありますし、ここもそうであります。東古川という

ことで、県が基本的には管理をしていただいているもんですから、逆に言えば我々がやりた

くてもやれないわけですから、やはり県にやっていただくしかないわけですから、そこはや

はり我々がもっと能動的に安全・安心を守る、江北町の基盤を整備するという観点でやっぱ

り仕事を進めていかないといけないんだというふうに改めて思っております。 

 ただ、こうして議会で御質問をいただいたのは幸い、これをきっかけにまた改めて私みず

から要望には行きたいというふうに思いますが、なかなか全てを自分ということではなくて、

一度そうやって県に要望をした後のフォローとか、その後の進行管理とか、やはりそういう

ところは役場全体でやっていかないといけないというふうに思っておりまして、そういう意

味でもぜひ役場のそうした体制というんですか、風土というんですかね、体質というんです

かね、そうしたことの向上は本議会で冒頭申し上げたとおり、きちんと向上させていく必要

があるというふうに思っております。おわびと御報告ということになりますけれども、どう

ぞ御理解をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、次の２点目のほうに。 

○西原好文議長 
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 次、行ってください。２番渕上君。 

○渕上正昭議員 

 それでは２問目に入ります。 

 これは江北町洪水タイムライン、事前行動計画が策定をされておりますので、その策定内

容等について２つほどお伺いをいたします。 

 このことにつきましては、平成29年６月の議会定例会に策定状況を質問いたしました。 

 策定につきましては、平成29年の７月までに武雄河川事務所と作成方針の決定や被災シナ

リオなどの検討条件の設定等を定めて、10月から11月にかけて各課の職員から成る研修会の

中でタイムラインを策定して、その後に大学教授などの専門員に意見を求め、最終的には平

成30年の２月以降に策定をするという答弁をいただいておりました。計画どおり昨年の２月

下旬に策定がされております。 

 そこでまず１点目ですけれども、これは行動項目一覧表には皆さんが非常に動きやすいよ

うに行動細目が記載をされております。 

 一例を言えば、台風発生後の７日前から４日前までの行動細目の中には、連絡先のリスト

アップ、これは事前作成分の確認ということになっております。それから自主防災先、それ

から各自の役割分担決定、これは事前作成分の確認などがあります。 

 そこでお尋ねですけれども、このタイムラインにつきましては、全職員に周知はされてお

るんでしょうか。また、課ごとのタイムラインは策定をされているのでしょうか、答弁をお

願いいたします。 

 ちょっと待ってください、その前に教育長さん、あくびは余りよくないですよ、はい。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山中総務課長。 

○総務課長（山中晴巳） 

 それでは、渕上議員のほうから質問をいただきましたタイムラインの件ですけど、先ほど

言われたとおり、平成30年に江北町のタイムラインを作成いたしております。それにつきま

しては、このタイムラインを作成するときに、一応、２回研修会を開いております。最初に

１回目が８月に各担当部署ごとに集まっていただいて、ちょっと普通の勤務時間中でもあり

ましたので、全体で35名の職員に参加をしていただいております。そこで、その中でうちの

各災害本部がありますけど、その部署ごとに分かれて事前防災行動の項目等の確認とか、そ
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のタイミングとかの確認をしながら、タイムラインの各部署ごとのものを作成しております。

その後に、第２回目に10月にまた研修会をいたしまして、１回目で各部署、課ごとにつくっ

たその行動計画等についてすり合わせ作業を行っております。それで、全課横断的な行動項

目のすり合わせをして、２月に最終的に大学の先生等に見ていただいて、一応タイムライン

が作成になっております。 

 渕上議員から質問をされたのは、まずそのタイムラインが各課単位でできているのかとい

うことでありますけど、一応各課ごとに１回目にちょっと作成をして、それをすり合わせて

しました。ですので、各課ごとでの作成というのはしておりません。町全体のタイムライン

ということで、例えば、台風が発生して接近をしてきた、そのときどの時間帯でどういった

ことをどこの機関が行うとか、そういったことを全体にまとめておりますので、各課ごとの

タイムラインというのは作成をしておりません。全体のタイムラインということで作成をい

たしております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 わかりました。 

 総務課長、実際このタイムラインで動くということであれば、先ほど私がちょっとお話し

しました自分は何をそのときすればいいかというのは、役割分担なりそういうものが作成し

ていなければわかりづらいんじゃないかなというのが１点と、それとそれをもとに各課でど

ういうふうに動くかということが、ただタイムラインのあれを見て、確かにあそこに対応主

体が災害対策本部なり、総務対策部、厚生対策部、産業対策部、土木対策部、文教対策部と

いうふうに分かれております。その中で、要するに課がどういうふうに動くかというのが実

際、簡単でもいいから作成をしていなければ、いざというときにずっと事前行動計画を見な

がらしていくわけですよね。だから、係ごととか課ごと、要するに課で１つ簡単につくって

おけば、さっと動けるんじゃないかというふうに私は思うわけですね。だから、課ごとのそ

ういった事前行動計画を作成しとったほうがいいというふうに思いますので、その辺をどう

なのかなと。 

 ただ、いや、もう全体を見ていけば十分わかりますということであれば、それはそちらの
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ほうの考え方で結構なんでしょうけれども、実際、現場、そういった時期になれば、やっぱ

り右往左往するんです。できれば自分たちの課ごとの、あるいはそういうものを簡単でもい

いからつくっとったほうが私はいいと思いますけれども、どう思われますか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山中総務課長。 

○総務課長（山中晴巳） 

 それでは、渕上議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 まず最初に質問をされたときに、このタイムラインについて各職員にこのタイムラインに

ついて周知を図ったかということでありますけど、それはちょっと全職員に対しては周知を

していないというところが実情であります。 

 先ほど渕上議員のほうから御指摘があったように、一応、各課ごとのタイムラインはつ

くっていませんので、その分については全体の中で周知を各職員にしていく方向でいきたい

というふうに思います。 

 それから、やっぱり今言われたとおり、各課、部署がどういった役割でどういったことを

するのか、それから連絡先のリストとかもやっぱり明確にして、今言われたとおり、そう

いったのを作成しておけば、いざ災害が、台風とかが来たときに生かせるというふうに思い

ますので、今後はそういったことも念頭に置きながら、そのタイムラインの活用ができるよ

うにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 私からも御答弁申し上げます。 

 我が町でタイムラインを作成いたしましたのは平成29年度であります。 

 もちろん、県内の市町でもタイムラインそのものがまだ作成できていない市町もあるわけ

ではありますけれども、私ども江北町では、言ってみればタイムラインはつくったものの生

かせていないというのが大変恥ずかしながら現状であります。 

 平成29年度に国土交通省を初め、関係機関の御指導、御協力を得て、また職員もかかわっ

て29年度にタイムラインを作成いたしたわけでありますけれども、思い起こしますと、平成



- 68 - 

30年度の間にタイムラインのタの字も正直使った覚えがありません。御存じのとおり、昨年

の７月には、佐賀県では特別警報が初めて出されると、また我が町においても避難指示を発

令するという事態でありましたけれども、そのときもタイムラインを実は活用いたしており

ません。成果品を私も見ましたけれども、私の感覚でいくと、余りにも細かくて、このタイ

ムラインどおりに本当にやれるのだろうかという印象を実は持ちました。できれば少し大ま

かにというんですか、必ずこのタイミングではこれだけは押さえておかないといけないとい

うものがやはりこれまでの災害対応の中でも我々のこれはまさに経験として持っておるもの

があるもんですから、そうしたことを今度、ひとまずできたタイムラインの中と見比べてみ

て、やはりチェックリストじゃなかですけれども、やはりそうしたもう一段使えるものにし

ないといけないのではないかという問題意識を持っております。 

 昨年はそれこそタイムラインを繰って、この手順でという正直いとまもないぐらいのス

ピードで被災が進みましたものですから活用をいたしておりませんし、先ほど総務課長が申

し上げたとおり、各課の防災計画等には役割は書いておりますけれども、この段階でこれだ

けはしとかんばいかんというような形で、ぜひ31年度早い段階で、せっかく作成をしたタイ

ムラインでありますから、ある意味エキスを抜き出して、実際、我々が使えるものにブラッ

シュアップをしたいというふうに思います。せっかく車ば買うたとこれ、車庫になおしたま

までエンジンもかからんと、そんな状態だと買った意味もありませんので、ぜひ本当にこれ

は笑い事ではなくて、ことしの雨季前には少なくとも使える形で整備をさせていただきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 はい、わかりました。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは２点目なんですけれども、じゃ、１年たちましたが訓練はできていますかねとい

うことを聞こうと思いました。ひょっとしたら机上訓練なり、あるいはちょっとした動ける

ような言葉でも何でもいいですから、そういった訓練ができているのか否か、ちょっと確認

のためにお聞きしますので、御答弁をお願いします。 

○西原好文議長 
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 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 先ほど来の答弁からお察しのとおり、机上訓練はできておりません。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 ぜひまずは先ほど町長がおっしゃったとおり、自分たちが動きやすいようなもの、簡単に

動けるようなものをまずつくるということと、それからチェック項目がありますね、確認を

するとか、そういうところは早くリストをつくって準備をしておくということ、それとでき

れば今後、早い段階から係ごと、あるいは課ごと、先ほど言いましたように、対応主体が総

務対策部とか５項目になっております。だから、恐らく何課が一緒になってやることなんで

しょうけど、そういったところとのすり合わせというか訓練、それは机上訓練でも結構だろ

うと思います。最終的には関係機関を入れたところの、これはあくまでも公助の部分ですの

で、ぜひやっていただきたいというふうに思います。 

 往々にして、こういったマニュアルとかこういった計画書とか、こういったものについて、

もう策定が最終目標みたいになってしまっている。そうではなくて、これは出発点なんです

ね。つくってから、それからこれをどう生かすかということで、だから訓練をするというこ

とは、それを熟度を上げていくということもありますけど、していったら、どうもここはお

かしいぞと、だからここはこういうふうに変えましょうとか、そういうものが訓練ですよね。

ですので、ぜひ近いうちにそういったタイムラインを作成し、そして課ごとでも結構ですか

ら口で言いながら、30分ぐらい時間をつくって、そしてやっていくと、これは周知をすると

いうのが第一ですから、だからそういうことでぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○西原好文議長 

 ２番渕上正昭君の一般質問をこれで終わります。 

 しばらく休憩いたします。再開15時40分。 

午後３時29分 休憩 

午後３時40分 再開 

○西原好文議長 
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 再開いたします。 

 休憩に引き続きまして、３番田中宏之君の発言を許可いたします。御登壇願います。 

○田中宏之議員 

 ３番田中です。よろしくお願いします。午前中の中学校の卒業式、出席、皆様御苦労さま

でした。私も毎年卒業式には出席をさせていただいておりますけど、大変ことしも感動をし

たところでございます。ああいった子供たちを見ると、私ども議員ももっと勉強をしていい

町、まちづくり、町長がいつもおっしゃるように、子や孫に誇れる、誇れるじゃなくて、子

や孫が誇れるようなまちづくりに貢献をしていかなくてはという思いで今回の質問をさせて

いただきます。 

 それでは、通告に従いまして質問を読み上げます。鳥獣被害とその対応について。 

 我が町においての基幹産業は何といっても農業です。その農業に近年多大なる被害をもた

らしている鳥獣被害は深刻で、農業従事者を悩ませている現状は既に行政としても御承知と

思います。 

 さて、町として把握している過去５年間の被害状況をお知らせください。作物別に、何に

よる被害で、被害額及び面積、数量等をお願いします。 

 次に、それについて町は町としてどのような対応、対策を講じてきたのかをお知らせくだ

さい。 

 イノシシについての町の対応は力が入って、対象地区にとっては心強いと思われます。昨

年度から他の市町に先駆け各地区に捕獲班の編成を推進され、成果が出ていることに対して

は私としても評価いたしております。 

 それに対して、カモに対する対策がいまいちのように思われます。ことしは特にカモによ

る食害がひどいようでした。六角川の堤防沿いに営農されている農家の人の話を聞くと、こ

としは天候に恵まれ、麦のまきつけも順調にでき、きれいにそろって発芽したが大分カモに

やられたという話を耳にしました。確かに堤防沿いの圃場を回ってみたら、至るところにカ

モから食い荒された圃場を目にいたしました。この時期に被害に遭うと減収はもちろん、食

害されたところは熟期がおくれ、品質にすごく影響してきます。 

 近年、カモによる被害がふえている要因の一つに、狩猟する人の高齢化や減少が考えられ

ます。 

 そこで、町としても対策の一つとして、イノシシの捕獲班を推進したように、若手の人た
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ちに狩猟の免許を取得してもらい、カモ対策に協力してもらってはどうでしょうか。町が積

極的に町内の若手、特に農家の担い手に声をかけ、狩猟の免許を取ってもらい、定期的に駆

除を行えば確実に被害は減ると思います。それに対しては、当然予算をつけながら補助も必

要かと思います。町としての考えはどうですか。 

 まず最初に、町が把握している過去５年間の被害状況をお知らせください。なかなか難し

いと思いますけど、できる範囲でいいのでお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山下産業課長。 

○産業課長（山下栄子） 

 田中議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 町が作物別に、何による被害で、被害額、面積、数量を把握している被害状況ということ

でございますが、まず、鳥獣による作物別の被害実績についてですけれども、水稲、大豆、

ミカンについては、主にイノシシやアナグマ、ウサギなど獣類による被害報告が上がってお

り、過去５年の被害について、被害が一番多かった年と少なかった年の数字を申しますと、

面積は平成25年の794アールが最高で、平成28年度は17アールの被害と減少をしております。

被害量については、平成26年の３万2,036キログラムが最高で平成28年度は381キログラム、

被害金額につきましては、平成25年の252万２千円が最高で、平成28年の８万円が過去５年

間の最大と最少の数となっております。 

 また、カラスやカモなどの鳥類による被害は、主に麦やミカンが被害を受けております。

平成25年と平成27年は被害としては上がっておらず、平成26年に麦の被害として200アール、

1,332キログラム、16万８千円、平成28年からカラスやヒヨドリなどによるミカンの被害が

報告され、平成29年は41アール、6,500キログラム、169万円となっております。 

 以上が町で把握している被害状況でございます。調査方法は、平成28年12月議会の田中議

員の一般質問にお答えした調査方法と同じで、ＪＡと農業協同組合への照会のみで把握して

おりまして、共済対策外作物や被害申告などのない農家、また共済未加入農家被害までは把

握しておりません。 

 田中議員が言われましたように、カモによる食害もあっているかと思いますけれども、被

害の申し出もほぼないことから、把握ができていないのが現状でございます。 

 以上です。 
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○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 ありがとうございます。私が思うよりも町で把握している被害がちょっとやっぱり少ない

ですね。もっと現実には被害があっていると思います。 

 ちょっとここで、これは昨日の全国農業新聞なんですけど、ここに「ストップ鳥獣害」と

いうことで記事が載っておりましたので、ちょっと紹介しますね。これは、長野県での紹介

ですけど、長野県ではジビエの料理を独自に信州ジビエマイスターとして認定して、認定を

受けると県が認定証を店舗に掲示できるように配布をします。安全性、おいしさとともに、

お墨つき、安心して食べられると利用客からは大変好評だということです。これは、実は長

野県は鹿なんですよね。鹿が大変鳥獣被害ということで、その鹿を、鹿肉を有効利用して捕

獲を推進しようとして始まったわけなんですよね。12年間で、以前は年間760頭から3,000頭

ぐらい鹿を捕獲していたところ、この捕獲後の出口対策、要するに今言ったジビエ料理です

ね、そういったことを県が推進したことによって鹿の捕獲の頭数は13年には約４万頭にふえ

たということです。その結果、17年の農林水害のピーク時の５割まで減少したというような

記事が載っておりました。 

 けさの新聞にも、佐賀県の鹿島でジビエの料理を市民の皆さんに提供して、それを鳥獣被

害の対策につなげていきたいというような記事も佐賀新聞にも載っておりました。 

 町として、確かにこういったことを、この小さな町でジビエ料理とか、そういうことをや

るというのは大変難しいと思いますけど、いろんな対策というか、検討はあらゆる方向から

して、少しでもこの鳥獣被害を少なくしていってもらいたいと思います。 

 イノシシについては、去年やったですかね、各地区に捕獲班をつくって捕獲をしてもらっ

ていたけど、その３年間ぐらいの捕獲頭数なんかわかりますか、お願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山下産業課長。 

○産業課長（山下栄子） 

 田中議員の再質問でございますけれども、イノシシの捕獲に対しましては、平成28年度は

133頭、平成29年度は119頭、平成30年度の２月末現在ですけれども、179頭でございます。 

 今、捕獲班のことを言われましたけれども、平成28年度のときに岳地区が１区捕獲班がで
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きたと思うんですけれども、29年度にはまた３地区ふえて４地区になっております。そして

また、30年度に１地区ふえて５地区になって、また31年度からは２地区ふえて７地区という

ことで、かなりどんどん広がってはきているというのが現状です。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 ただいま課長から報告がありましたとおり、やはりイノシシに対しては効果が出ていると

思います。これは今後も続けていってもらいたいと思います。 

 ここで、私が声を大にして言いたいのはカモですね。カモに対する対策にもう少し力を入

れてもらえないかなというところで今回質問に立っているわけです。 

 ちょっとその前に、映像を見ていただきたいと思います。お願いします。 

（パワーポイントを使用）これは、皆さん方も見られたことがあると思いますけど、六角川

沿いですけどね、カモが来ないようにこういったふうに旗をいっぱい立てられて自己防衛を

やっておられるところですね。これは近くから見たやつですけど。こういったことをしたら

大変作業がしにくいんですよね。でも、農家の人は、それでもやっぱりカモからやられると

収量も落ちるし品質も落ちるということで、あえてこういったふうにやっておられます。 

 これがカモからやられたところですね。食害されたところです。ちょっとわかりにくいで

すかね。これなんかよくわかると思いますけど、手前のほうがカモからやられて生育が落ち

込んでいるところです。向こうは、これみんな一緒の時期にまきつけをして発芽をしたよう

な田んぼでございます。戻してもらっていいですか。 

 そういった意味で、２番目の質問でございますけど、先ほどから言っておりますとおり、

近年カモによる被害がふえている要因の一つに、狩猟する人の高齢化や減少が考えられます。 

 そこで、町としても対策の一つとして、若手の人たちに狩猟の免許を取得していただきカ

モ対策に協力してもらうというのはどうでしょうか。そのことを町として強力に推進をして

もらいたいと思います。特に若手の農家の担い手の方にそういったお声かけをしていただき、

江北町では堤防端で営農されている地区が、西から大西、それから南郷、八町３区、それか

ら上分、下分、下惣、野口、祖子分、馬場、江口、正徳、13地区ありますもんね。どこの地

区にも若手の後継者がいますので、その地区から１名ずつでも免許を取ってもらい、ロー

テーションを組んで頻繁に駆除をすれば、これは確実に減ると思います。そういった点はど
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ういうふうにお考えでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山下産業課長。 

○産業課長（山下栄子） 

 ２問目の御質問でございますけれども、免許のことの前に、現在の町での取り組みについ

てなんですけれども、農業者などからの要請によって駆除や見回りを行う鳥獣被害対策実施

隊がありますけれども、この隊員は銃猟免許所持者９名と産業課の職員で構成をしておりま

す。銃猟免許所持者９名の平均年齢が67歳と確かに高齢化が進んではおりますけれども、そ

の中には30代の若手も在籍しておりますし、年齢が下のほうから４名の、平均は52歳という

ところもありまして、全体的に高齢とばかりは言えないかなと、この団体では思っておりま

す。 

 それで、銃猟免許の取得についてなんですけれども、狩猟免許の取得状況を見ますと４種

類あるんですけれども、結構取られるのが狩猟のを取る方がいなくて、箱物というか、それ

をとる方がほぼほぼの現状があります。また、取得に対して、銃猟の免許取得には金銭の負

担だけではなくて、銃の保管に関しての安全管理とか、安全面に関しても個人への負担がか

かってくるということなどから、狩猟を趣味とされている方であるなら兼ねることもできる

かもわかりませんけれども、有害捕獲のために町が取得の推進を行っていくというのは少し

難しいのではないかなというような、現状のところ、今考えているところではございます。 

 今後の対応として、ＪＡのほうに結構報告があるらしいですので、情報共有も行いながら、

相談がなくてもカモの飛来時期に定期的に巡回して威嚇や駆除ができるような対応を行って

いきたいなというふうに、今現在速攻できることはそこなのかなというふうに思っていると

ころです。 

 また、カモの食害対策として、農業改良普及センターが平成25年に実証試験を行われてい

るんですけれども、吹き流し、梱包ひも、テグスの３つによる対策の中で、最も効果的だっ

たのが吹き流しによる対策で、圃場の水路に近い部分を中心に設置するとすごい効果的であ

るという結果を出されております。 

 杵島地区有害鳥獣広域駆除対策協議会でも、カモ等の鳥類による麦の食害対策としては、

黒マルチの支給と防鳥テグス購入への助成金を行っております。江北町の過去の３年間の実

績では、黒マルチを11名、テグスを５名の方が受けられておりますけれども、毎年予算の残
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が出ているので、町としましては、まずこの助成をもっと活用していただけるよう周知を行

う、そして、自治体による巡回の強化を、特に今ぐらいの時期だと思うんですよね、麦でい

いますと、２月、３月といいますか。先ほど言った農業改良普及センターの結果でも、２月

のころにカモに食べられたものと３月の中旬に食べられたものでは、結果として２月はそれ

ほど悪い結果にはならない。３月のはすごくやっぱり所得が減るというか、そういったこと

も言われております。ですので、そういった、いつの時期が一番重要で動かないといけない

のかということをしっかり把握した上で実施隊を、今あるもんですから、活用してできれば

いいなと思っていますので、まずは町としてそこに力を入れていきたいなというふうに担当

課としては思っております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 もう少し勉強せんばいかんね、産業課長。２月、３月とか言いよったね。３月はもうカモ

は来ん、太うなっとっけん、実のかとうなっとっけん。１月、２月、そのころ。そのころ徹

底して回らんばいかん。それと、カモは昔はおらんやったもんね、はっきり言うて。ここ10

年、20年ぐらい前は、狩猟期、11月15日から２月15日までかな、３月15日までかな、狩猟期

がありますけど。よう堤防端ではドンドン音のしよったね。鉄砲を撃ちよった。そういう音

がしたり火薬のにおいがするだけで寄りつかんごとなるわけ、カモというのは。そいけんが、

私がさっき言うように、鉄砲撃ちさんばふやしんしゃいということ、その推進をしんしゃい

と。 

 それは確かに、負担にはなんさっこっちゃいわからん、銃器の管理とか。しかし、その辺

はしっかりとした検査とか、そういう協会で査定というか、そういうとをしてしか免許もや

いやらんし、鉄砲もやんさらんしね。そいけん、その辺は、町が推進ばすっぎ、それは出て

きんさって思う、そがんとば一生懸命しゅうでて思う人も。 

 それと、先ほど課長がカモの被害が16万円とかなんとか言うたね。私がきのう共済連に

ちょっと聞きに行ったたいね、そこで、江北町に支払われた麦の共済金が幾らやったという

ことを聞いてきました。平成30年度が158万円、これは麦だけよ、麦に対する補償金、共済

金たいね。平成29年度が1,089万円、28年度が5,307万円、それだけの麦に対する補償をしと
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るわけですよ。これが全てカモからやられたとは私ももちろん言いません。ただ、被害の届

けがなかったとか、そういうことをさっき答弁されましたけどね、もう少し真剣に、例えば、

今、生産組合長さんがしておられる農業推進員、そういう人たちを使ってもう少し中に入り

込んだような調査をすればもっとカモの被害というのがわかってくると思います。 

 私が議員になってもう８年が過ぎようとしておりますけど、一番初めに質問したのがこの

カモに対する対策やったです。そのとき、すぐ町が予算をつけてくいて、ぴかぴかとかする、

ああいうとを補助してくいたいして、確かに、幾らか効果はあったと思ったけど、もうそれ

で終わりやったわけたいね、町としては。もう少し継続して、どういうふうな内容かという

のを把握してもらいたいということです。お願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 田中議員の御質問にお答えいたします。 

 田中議員も声が大分大きくなられて、しかも佐賀弁で大変迫力のある御質問をいただいて

いるということは、先ほど幾つか御指摘はいただきましたけれども、少なくとも本格的な議

論ができているのではないかというふうに思います。 

 ちょっと２点申し上げたいというふうに思います。まず１点は、先ほどの被害の把握の問

題ですよね。これは恐らく前の課長時代だったんじゃないかなと思いますけれども、農業共

済のほうの額しか上がらんですもんねということで、作物も、要は保険の対象になっている

作物だけだし、手元でいきますと、過去５年間のうち、麦類の被害があったのは平成26年だ

けしか上がっていなくて、面積が200アールですから、２町ということになっていますし、

被害金額は16万円と、25年から29年度まで、というのが今の役場の調査能力の限界なんだと

いうふうに思いましたけれども、ただ、聞いたところは一緒だと思うんですよね、うちも。

共済に聞いて、全然額が違いますよね。要は被害の把握のしにくさということを申し上げた

かったんですけれども、今おっしゃったように、少なくとも麦の補償金額がそんなに高いと

いうことは、大変恥ずかしながら、初見でありましたし、ただ、それを聞くまでもなく、日

ごろからいろんなお話をさせていただく中で、やはり山はイノシシ、平野はカモという両に

らみでせんばいかんという認識はありました。 

 先ほど産業課長が２月、３月がちょっと違うとかいうような御指摘はいただきましたけれ
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ども、少なくともそうしたこれまでの頭数、御質問通告はいただいていなくても当然そのく

らいは答えられんばいかんだろうということで、産業課は産業課なりにいろいろ準備をした

成果というんですかね、あかしが見えるなというふうに先ほど聞いて少しだけ感心をしたと

ころであります。 

 その上でなんですけど、やっぱりカモについても、我が町では本格的に対策に乗り出さん

ばいかんというふうに思います。先ほどから御説明いただきましたとおり、イノシシについ

ては、各地区での捕獲隊の編成、また、そのために必要な狩猟免許の取得の補助とかいうよ

うなことも含めてさせていただいておりまして、先ほど数字を申し上げましたように、やは

り一定の成果があっているんだというふうに思います。 

 ですから、31年度はぜひカモ元年、カモ対策元年といいましょうか、きちんとカモの生態

を含めて研究をして実効性のある対策を31年度には打ち出したいというふうに思います。 

 それを前提で申し上げますけれども、なかなかイノシシも、結局、狩猟免許も、猟銃じゃ

なくて、やはり箱わななんですよ。実際撃てるところが制限をされると、もしくは免許の取

りにくさ、また、さっきの管理の問題もあろうというふうに思いますし、御存じのとおり、

特に平野部は、今、一部の地区では非常に宅地化が進んでいる中で、なかなか猟銃の使用と

いうのが難しくなっているというのも事実です。 

 先日は、役場に電話があって、網にカモさんのひっかかってかわいそうかけんが、役場の

方が行って逃がしてやってくださいという、カモの被害という知識そのものが農業でもして

おられないとわからないというぐらい、いつも言うように過疎化と都市化を両方経験してい

る町ならではなのかもしれないなというふうに思ったところであります。 

 ただ、さはさりながら、猟銃免許の取得、もしくは猟銃による駆除ということだけにとど

まらず、繰り返しになりますけれども、平成31年度にはカモの生態も把握しながら、ぜひ有

効な対策を、ほかの町がやっていないからということじゃなくて、ぜひ我が町らしい対策を

打ち出していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 町長の今答弁を聞いてちょっと思い出しました。たしか３年前町長は、農談会に行って、



- 78 - 

カモを何とかせんばいかんねという話をしよったような気がいたしました。そこでまた、町

長は今そういった考えを言ってもらって、私はただ一例で、私の考えをちょっと猟銃免許を

取ってしてはどうかという一例を言っただけですから、いろんな方法があると思います。頭

のいい山田町長ならもっといい方法があるかと思いますので、しっかりとこのカモ対策には

力を入れてもらいたいと思います。 

 そしたら、それに期待して次に移ります。 

○西原好文議長 

 次、行ってください。３番田中君。 

○田中宏之議員 

 そしたら、２番目の質問をいたします。途切れた歩道。 

 町内の歩道を見てみますと、何カ所か途中で途切れている歩道があります。これは当初か

ら町の都市計画の甘さか、ほかの事業、例えば国、県の事業に絡んでそうなった場所もある

と思われます。 

 いずれにしても、このまま放置してはよくないと思います。安心・安全なまちづくりを

モットーにしている山田町政においてはいかがなものでしょうか。今後どのように対処する

のか、町としての考えはどうですか。 

 場所を今からパワーポイントで示したいと思います。 

（パワーポイントを使用）まずここですね、奥はバイパスです、江北バイパス。これは通称

宿～下分線ですかね。ここがこういうふうに、ここでもうとまっとるわけですよね、歩道が。

大体ここのアパートというか、家が建つ前に早目にこの辺は、町で予見してというか、早目

にこの辺は手を打つべきだったんじゃないかと思いますよ。もうこういうふうに建ってし

まってからはちょっと大変ですもんね。ここはちょっとなかなか大変と思いますので、こう

いうところがあるということを理解しとってください。 

 次です。ここ。ここは下分の四つ角ですね。ここが県の事業によってこの交差点を広くす

るということで、それに伴ってこれだけ歩道もついたわけですよね。こういったふうで、何

というか、この事業をするためだけにこの歩道をつけたというだけで、全然意味していない

んですよね、この歩道が。こういうふうに全然もう利用価値もないし、ただ県の事業をする

ためにしたというだけですね。奥にこういうふうに、これ下分の公民館ですけど、ここは夏

になれば子供たちが50人、60人ぐらいラジオ体操をしに毎日来ます。当然来るときは、今、
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下分、上分も一緒ですけど、東分～祖子分線の町道から上にみんな、子供たちがいっぱいい

ますもんね。当然、ですから、ここはいっぱいの子供たちが来るわけですよ。そういった場

合、ここの歩道がせめて公民館まででも延長されていれば、この歩道の意味もありますし、

その辺を町としてはどういうふうに考えていられるのかなということですね。 

 これは、先ほどの宿～下分線の南のほうです。これは私も何回か質問をしておりますけど、

これもこういうふうにちょっと今途切れておりますね。ここはこういうふうになっておりま

すけど、こういう感じですね。こういうふうに朝の通学時はもう車１台通ればぎりぎりで通

学をしているような状況ですね。そういうふうで、ここは多分、前回質問したとき、ちょっ

と戻してもらっていいですか。 

 早急に町長が改良をするということで予算もつけてもらいましたね。ただ、今回の補正予

算を見てみると減額ということになっておりまして、あれ、どうなったのかなということで、

来年度はまた当初予算で予算もついておりますけど、その辺のいきさつなんかわかれば、あ

わせて答弁をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 田中議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、下分交差点についてでございます。平成26年に町で交差点南側の用地買収を行いま

して、平成26年から27年に県で交差点改良をされております。県道との取りつけ箇所であっ

たことから、交差点南側の町道部分についても一部用地買収を行い歩道空間の整備を行って

おりまして、将来的には下分公民館付近まで歩道整備を計画していたようでございますけれ

ども、片側歩道が既に整備されていたこと、また、歩道の利用状況から緊急性が低いと判断

して整備を行っていなかったものでございます。 

 両側歩道の設置につきましては、今後の周辺環境の変化や利用状況を見ながら判断をして

いきたいと思っております。 

 次に、町道宿～下分線の北側についてでございますけれども、平成５年に作成した肥前山

口駅南地区道路整備計画に基づいて平成６年から用地買収を行い、拡幅によりバイパスに取

りつける計画であったようです。佐賀国道事務所及び白石警察署との協議により中央分離帯

を開口して交差点にすることは難しく、左折のみの取りつけしかできないということから、
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既存の幅員で動向を見守っていたところでございますけれども、周辺農地の宅地化が進んで

住宅やアパートが建ってしまったことで拡幅改良が困難な状況になっておるところでござい

ます。 

 あと、町道宿～下分線の南側でございますけれども、現在拡幅しているところは平成９年

から10年に改築工事を行っております。拡幅未済の部分につきましては、平成30年度から測

量調査設計を行っておるところでございます。31年度につきましては、横水路のボックスの

継ぎ足し工事を計画しておりまして、32年度以降にその南側の宅地の用地補償と拡幅工事を

予定しておるところでございます。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 今、課長の説明を聞いて思いました。まず、下分交差点から公民館までの歩道は今の状況

では必要ないと判断した。それは違いますよ。今必要なんですよ。さっき私が言いましたで

しょうが、上のほうからいっぱい公民館のほうさん来よんさって。今つくらんぎどがんする。

そいも、さっき見たごと、中途半端な歩道でおかしかて。片一方にあるて言いよっばってん、

あいも狭か歩道よ、昔の歩道で。その辺はもう少しよう検討をしてください。 

 それと、31年度にボックスをここは今度は入れるように計画をしよってね。急がんといか

んよ、これはもう知っとっごと、いっぱい住宅の建ちよいよ。そして、ほとんどの人が、家

が小さい子供がいっぱい入ってきよんさるもんね。もうここを通らんばけん、どうでん。事

故どん起きてからどがんしゅうなかよ。そいけん、その辺はスピード感を持って対処して

いってください。よろしくお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。坂井建設課長。 

○建設課長（坂井武司） 

 田中議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 下分交差点の南側につきましては、また改めて検討をさせていただきたいと思います。 

 宿～下分線につきましてはスピード感を持って対応させていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 我々役場に勤務するものは、当然、採用されてから最後まで同じ部署にいるということは

ありません。大体３年とか４年とか５年ぐらいで異動し、異動する中で昇任、昇格をして課

長になったりすることもあるわけでありますけれども、ただ、やはり行政の継続性というの

があって、誰がやろうとも江北町としてやっている事業であるならば、当然きちんと一貫性

を持って、いつぞやの三苫議員の御質問ではないけれども、そうしたものはきちんと引き継

ぎをして、きょうのお話もそうでしたけれども、やっぱり進行管理をしていくというのが、

少なくとも自分がその担当をさせていただいている間の責務なんだというふうに思います。 

 そういう意味では、きょう３カ所について御質問をいただきましたけれども、それぞれに

ついていろんな経緯があるやにも聞いております。ただ、それならばなおのこと、少し将来

をも見て、最終的にはどういう形にするのかというものも絵姿をやはり描いて、そして共有

をして、それを持って進めていかんと、何か場当たり的にたまたま自分のおったときだけし

とけばいいということではなかなか我々役所に対する信頼というのは得られないんだという

ふうに思います。 

 例えば、宿～下分線の北側のところは、先ほど課長が何か計画があったようでございます

がて、何か他人事のように言うもんですから、それは我々町としての計画で実際あったわけ

ですけれども、これがいざとごとっとなって34号線にタッチする段になって国道事務所のほ

うから、結局、中央分離帯があったりするもんですから、右折できんならだめと言うてあそ

こでやめてしもうたと、そいけん、そのうちにアパートの建ってそのままになっていると、

仮にそういうことであれば、最初から計画しなければ、南のほうまでそがんして買わじ済ん

だとけということもありますし、先ほどの下分交差点について言えば、当初あそこの、東西

方向が県道だったもんですから、県道である間に交差点改良をしてもらうということで、あ

あいう形で途中までになったわけですよ。 

 おっしゃるとおりに、ほとんど上分も下分も小学校前の道よりも北側にいますけれども、

公民館は南側にあるという状況の中で、当然下ってくる子供たちがおります。片側には歩道

はありますけれども、さりとて、じゃ、あの後どうするつもりだったのかというようなこと

だと思うし、もっと言うなら、歩道にしてはあがん広うもともと要るのかということなんで
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すよね。そりゃ、あの幅で全部買うていくなら何年かかるこっちゃいわからんし、幾らか

かっこっちゃいわからんということだと思うんですよね。ですから、先ほどから言っている

ように、我が町の安全・安心を考えたときに、歩道が要るのかどうなのか、今回要るという

ことだと思いますけれども、その上で、じゃ、どのくらいあればいいのかというようなこと

を具体的に考えてでも進めていかんばいかんやったわけですけれども、自分がたまたま担当

しとった間がそれだったからと、人がかわるとともにそういう情報もそのまま雲散霧消して

しまうというようなことではやっぱりいけないというふうに思っております。 

 ですから、今回の御質問を機にそれぞれについてどうするのかということをきちんとやっ

ぱり結論を出さんといかんなというふうに思いますし、その中では、先ほど３点御質問いた

だいたところを全てやるということにならない可能性があります。そこはきちんと御説明を

した上で、こうこうこういうことなのでやりませんと。ただ、やらないならやらないで少し

取りつけをするとかせんと、ぶつっと切れて、もうごとって自転車なんか、知っている人は

いいですけど、田んぼに落っちゃけるなんていうこともあるわけですから、そういうせんな

らせん、せんでも始末もしていないという状況なもんですから、そこはきちんと始末もつけ

んばいかんというふうに思います。 

 それともう一点の宿～下分線の南側、おっしゃるとおり、あそこは非常に狭隘でありまし

て、以前も申し上げましたとおり、あそこから北側にまた宅地開発の見込みがあるから、今

のうちにあそこを早くせんばいかんということで、今の３カ所の中でいけば、もう既に事業

化をしているところであります。ここから先はなかなか一般質問の場では申し上げにくいん

ですけれども、当然あそこの工事を進めるためには、土地所有者の方にも御理解をいただく

必要があります。ただ、やはり土地所有者の方の心情ということにも配慮しながら、そこは

慎重に進めていかないと、逆にそういう所有者の方の態度を硬化させるような対応をしてい

ては、結果的に半永久的にできないというような事態にもなったりするもんですから、急が

んばいかんということはよくわかりつつ、そこは少し慎重に対応をしていく必要があるなと、

今御質問の箇所については実は思っているところであります。 

 ですから、これもまた議案審議の中ではきちんと御説明せんばいかんと思っていたんです

けれども、来年度は、だから、ボックスのほうを先にするということで今予算を上げさせて

いただいているんですよ。ただ、ボックスの工事を先にするということそのものが土地所有

者の方に対する無言の圧力みたいになるのはいけないなというふうに実は思っているんです。
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というのは、御存じのとおり、今年度はもともと当該家屋に対する補償をさせていただく、

そして、御協力いただければ、そこの工事をさせていただくということで段取りをしていた

のに、なかなかそこがまだ協議が進まないからと言って、じゃ、こっちば先にやっとくかと

いうことは、私はそこはもちろんさせていただけると、少なくとも御了解がいただければそ

ちらからでもさせていただきますけれども、やはりそれがなくしては、結局、同じことだと

いうふうに思うもんですから、担当課にもここは慎重に対応をするようにということで伝え

ているところであります。 

 ただ、おっしゃるように、もう宅地化は待ってくれませんし、子供たちも待ってくれませ

ん。ですから、そこはいわゆる注意喚起というようなことも含めてですけれども、何か暫定

的なというんですか、次善の策というんですかね、やはりそういうことはあそこの事業がど

うこうということとは別に、きちんと安全対策と、それがもともと住民のニーズなわけです

から、そこには早期にまず対応をさせていただいた上で、事業については、今申し上げたよ

うな事情もあるもんですから、ぜひそこは慎重かつ慎重に対応した上で可能な限り早期に整

備をさせていただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 大体わかりましたけど、私が土地の所有者から話を聞いたときは、所有者の方から早く拡

幅をしてくれるような声を聞いたもんで、何で工事がとまっているのかなというふうな気持

ちがあったもんでですけど。とにかく土地の所有者の方には誠意を持って、優しく丁寧に説

明をして、理解をして、一日も早い改良ができることを期待して、次の質問に移ります。 

○西原好文議長 

 次、行ってください。３番田中君。 

○田中宏之議員 

 最後の質問になります。ふるさと納税の今後について。 

 我が町は、ふるさと納税を始めてから３年目を迎えますが、過去３年間の実績はどうなっ

ておりますか。年度ごとの寄附額と実質町に入った金額を教えてください。 

 昨年の11月から総務省からの指示に従い、返礼品を地場産品に限り、また、返礼割合を５
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割から３割に引き下げ取り扱っていることは承知しております。そうしなければ寄附者の納

税の優遇が認められないということで、それもいたし方ないと思います。 

 12月の一般質問での答弁で町長は、「返礼品の事業者にも知恵を出してもらい努力をして

もらいたい」ということでした。事業者から話を聞くと、11月から極端に注文、要するに寄

附数が減ったとのことでした。ふるさと納税事業に参加することに対し投資や準備をしてき

ている以上、何とかしなくてはと思い、今までより利益を減らし続けている事業者のほうが

多いようです。利益率は悪くなったが、町にその分寄附額が集まればいいという律儀な思い

で頑張っておられる方もいらっしゃいます。 

 このような状況の中、町としては寄附者をふやす手だてとしてはどのようなことを考えて

いるのか、答弁をお願いします。また、仮に、もしもこの寄附額が減ってしまって現在補助

している学校給食の無償化は続けていけるのか、その辺も答弁をお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山下産業課長。 

○産業課長（山下栄子） 

 田中議員の１点目の質問の答弁でございます。 

 過去３年間の実績ですけれども、平成28年度の寄附額は４億7,678万円で、実質収入は１

億4,429万円です。また、平成29年度の寄附額は７億7,168万円で、実質収入額は１億8,566

万円です。さらに、平成30年度寄附額、まだ３月終わっていないので見込み額になりますけ

れども、５億2,574万円です。実質収入見込み額は１億5,636万円です。ちょっと平成30年度

が見込み額ですので、３年間の合計も見込み額になりますけれども、寄附額が17億7,420万

円で実質収入額は４億8,632円となります。 

 次も言うたがよかですか。（発言する者あり） 

 じゃ、２点目の町として寄附者をふやす手だてはどのようなことを考えているのかという

ことでございますけれども、まず、ことしの30年度からすごく産業課が力を入れております

ＰＲ活動でございます。ＪＲ博多駅でのティッシュ配布、これには２万3,000枚、佐賀さい

こう！フェアでのＰＲ1,000枚、グルメ列車イベントでのＰＲ、これは2,000枚、九州の観光

と食マルシェでのＰＲで8,000枚、ＪＲ観光列車でのＰＲ、これは肥前山口駅でのうまか

ｂｙ列車、或る列車ですけれども、700枚、それと、京浜急行電鉄車両内広告というのが平

成30年８月から今年度の31年７月までですけれども、この広告を電車の中に張りつけても
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らっております。それと、ふるさと納税ＰＲ動画制作を３動画しております。31年もＰＲ活

動には力を入れてやっていきたいというふうに思っております。 

 返礼品の基準の見直しですけれども、国が示す基準の範囲の中でより多くの返礼品を地場

産品として認定して返礼品数を増加させていきたいと思っております。先日、３月１日金曜

日に、返礼品事業者説明会を開催して見直しの内容について事業者の方に説明をしたところ

です。また、個別に相談を受ける旨についてお知らせをして、その後ちょこちょこと事業者

さんも来てもらっていて、やりとりをしているところでございます。 

 それと、ポータルサイトの充実ということで、今30年度はさとふる１社で運営をしており

ますけれども、12月議会でお答えをさせてもらっておりますけれども、今後、複数のポータ

ルサイトを活用することでより多くの方が閲覧できる環境を整えていって、大きくこの３点

でふやしていきたいなというふうに思っております。返礼品の見直しというところが一番大

きく影響を与えるとは思っております。 

 以上です。（発言する者あり） 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 今、課長からいろんな取り組みを聞きました。そんな中、今回の当初予算を見てみますと、

53.7％減ですね。少しやる気が落ちたとじゃないですか。どうですか。これね、どこの市町

も一緒ですよね、条件は。どこの市町も一緒と思います。どこも５割から３割、それから地

場産品、どこも条件は一緒と思います。かといって、このふるさと納税をされる寄附者が極

端に減るということは考えられませんもんね。そういった中、何でこれだけのふるさと納税

推進事業が落ちたのか、ちょっとやる気がなくなったんですかね。その辺説明をお願いしま

す。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 産業課長の名誉にかけて私からお答えをいたします。 

 やる気がなくなったわけではありません。私が見ておるところ、今の産業課が一番ふるさ

と納税の対応には頑張ってくれているというふうに思っています。 
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 今おっしゃったのは、支出ベースでおっしゃっているんですね。要は返礼品の割合が５割

が３割になりましたもんですから、私どもの返礼品を調達する経費がその分低くなったとい

うことであります。もちろん収入ベースでいきますと、昨年度は８億円で計上させていただ

いておりましたものを31年度は５億円ということで、もちろん３億円ほどは低くさせていた

だきました。それは御存じのとおり、返礼品の見直しそのものを行いましたもんですから、

今年度の決算ベースで、それでも控え目と思っていますけれども、５億円で収入ベースでは

計上させていただいたわけでありまして、歳出は今申し上げたとおり、返礼品の調達額の減

によるものでありまして、決してやる気がなくなったわけでもなく、さらにやる気で来年度

は取り組んでくれるものと思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 ここで推進事業費のことを議論するのはちょっと、先でもいいですけど、予算の中でもい

いですけど、せっかくですから。 

 町長が言うのはよくわかりますよ。５割から３割に減ったから、そこで、推進事業費が

減ったということ。53％はあんまりじゃないですか。２割ぐらい減らしたて、30％ぐらいの

減でもよかったんじゃないかと思いますけどね。そこで私はやる気がなくなったんじゃない

かというふうに申したわけです。どうですか、その辺。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、歳入ベースでいけば、寄附の見込みでいけば８億円を５億

円に今年度は落としました。その時点で全体は30％減です、収入ベースでですね。しかも、

今回調達の経費の割合が５割から３割に減りますから２割減りますから、３割と２割で５割

ということでございます。ぜひ御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○西原好文議長 

 田中君。 
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○田中宏之議員 

 そこはしっかり理解しています。何で８億円から５億円に減らすと。そこですよ、言いた

いのは。一生懸命いろんな取り組みをしているわけでしょう。それなのに何でそんなに減ら

すとかね。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 これまでの江北町のふるさと納税の取り扱いの中で、今回、国が厳格化したことによって

２つ見直しをする必要がありました。１つは、よく御存じのとおり、地元産品でなければい

けないということなもんですから、先ほど課長が答弁いたしましたとおり、３月１日には事

業者の説明会をし、この地元産品とはというところの考え方を御説明させていただいたとこ

ろであります。 

 ただ、もう一つの要因が、やはり江北町は今まで５割返していたというのが実は大きな要

素だったというふうに思います。ほかの市町も当然ふるさと納税の取り組みをされておりま

すけれども、実は５割を返礼品でお返しをしている自治体というのはそう多くはなかったん

ですよね。ただ、これはもう、さっきの地元産品以上に基準が明確なもんですから、３割と

いうのはですね。だから、当然そこについては今まである意味価格優位性があったわけです。

同じふるさと納税をしても、うちのほうが余計来るという、ただ、ここがなくなったもんだ

から、そこはきちんと把握する必要があるということで今回５億円と当初予算はさせていた

だいたところであります。 

 ただ、御記憶にもあられるとおり、かつては年に何回か臨時議会を開かせていただいて、

実は当初予算では足りなくなったということで議会で議決をいただいたこともありました。

８億円にしとって減額するということではなくて、しっかりその分は当然最低、寄附をいた

だくような取り組みをしつつ、当然必要があれば、また増額の補正もさせていただきたいと

いうふうに思いますので、くれぐれも金額だけでやる気をおはかりになりませんようお願い

をいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 田中君。 
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○田中宏之議員 

 わかりました。 

 そしたら、最後の質問にお答えください。お願いします。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 最後の御質問、これだけふるさと納税の収入が減れば、町長の公約であった給食費の無料

化は本当に継続できるのかということでありますが、実は、当然、明確な財源をお示しした

ほうがいいということで、一緒に取り組む予定にしていたふるさと納税の財源を充てるとい

うほうがわかりいいし、実際それを充てさせていただいているからなんですけれども、私も

24年間行政の現場におりまして、50億円の当初予算の規模の中でやはり4,000万円を捻出す

るというためのいろんな方策は私なりに持っているつもりであります。不要不急の事業の見

直しであるとか効率化であるとか、そうしたことの中で4,000万円は簡単には捻出できませ

ん。けれども、私自身の経験というぎちょっと言い過ぎですね。そうしたものも最大限に活

用して、万が一ふるさと納税の財源が尽きたとしても、しかも私の公約の一丁目一番地でも

ありますもんですから、そこは全力をかけて給食費の無料化の継続については努めていきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 田中君。 

○田中宏之議員 

 今の町長の答弁を聞いて、子供たちを持つ保護者の方は安心されたと思います。昔、江北

町は小学校の給食費がただやったもんのて、そういう昔話にならないように頑張ってくださ

い。 

 以上で終わります。 

○西原好文議長 

 ３番田中宏之君の一般質問をこれで終わります。 

 以上で本日の日程、一般質問は終了したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこれにて終了いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。御起立を願います。お疲れさまでした。 

午後４時41分 散会 


